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はじめに 

 

本レポートは、都市再生特別地区及び都市計画提案制度の早期・的確な活用

を図るため、民間の知恵と力を活かした都市再生・まちづくりに意欲を持つ民

間企業等１５社が、共同してその活用手法について調査・検討を行った成果の

一部を取りまとめたものである。 

平成14年度に実施した「都市再生特別地区の活用手法に関する調査」におい

て、都市再生特別地区に関連する海外（イギリス、アメリカ、カナダ、ドイツ）

の諸制度について調査を実施したところ、都市再生特別地区の活用・運用上、

参考とすべき点が数多く存在することが明らかとなった。 

平成15年度では、新たにフランスの事例について、追加調査を行うとともに、

参考点の最も多かったドイツについて、参考となる制度が実態としてどのよう

に活用・運用されているかについて実態を把握することを目的に、現地関係者

への直接ヒアリング調査（別記３参照）を行った。本レポートは、平成14年度

の成果に、これら調査結果を追加する形で整理をしている。 

なお、この調査研究にあたっては、学識経験者で構成する委員会（別記１参

照）のご指導をいただくとともに、特定の国の制度に詳しい学識者（別記２参

照）からご指導や資料提供をいただいた。 

本報告が都市再生特別地区及び都市計画提案制度に係る関係方面でご活用さ

れれば幸いである。 

 

 

平成１６年３月
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【別記１】 
 

都市計画提案制度の活用手法に関する調査委員会 （五十音順、敬称略） 

委員長  伊藤  滋 （日本都市計画家協会会長） 

委 員  岸井 隆幸 （日本大学教授） 

       鈴木 崇英 （ＵＧ都市建築最高プロジェクト顧問） 

中井 検裕 （東京工業大学教授） 
       根本 祐二 （日本政策投資銀行審議役（首都圏企画担当）） 
       日端 康雄 （慶應義塾大学教授） 
       古谷 誠章 （早稲田大学教授） 
       柳沢  厚 （日本都市計画家協会理事） 

 

【別記２】 
 

ご指導・資料提供                    （敬称略）         

Ⅰ．イギリスの都市計画制度    中井 検裕 （東京工業大学教授） 
Ⅱ．アメリカの都市計画制度    倉田 直道 （工学院大学教授） 
Ⅲ．カナダの都市計画制度     倉田 直道 （工学院大学教授） 
Ⅳ．ドイツの都市計画制度     大村謙二郎 （筑波大学教授） 

ｱ                   日端 康雄 （慶応義塾大学教授） 
Ⅴ．フランスの都市計画制度   鈴木  隆 （獨協大学教授） 
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【別記３】 
   

ドイツ都市計画提案制度運用実態調査 
 調査日程：平成 15 年９月 27 日～10 月５日 
 同行講師：大村 謙二郎 筑波大学教授 
訪問都市及びヒアリング者： 

 
都市 ヒアリング者 所属・役職 

Dr. Günter Gaentzssch（ゲンチュ）氏 元行政最高裁判所判事（2001 年退官） 
横浜国立大学客員教授 

Folkert Kiepe（キーペ）氏 ドイツ都市会議 都市計画・交通部門の代表者 
Prof. Dr. Wilhelm Söfker（ゼフカー）氏 ドイツ連邦建設省 都市計画法制担当責任者 

ボン大学教授 
ケル

ン 
Eberhard Bartholomäi（バルトロメイ）
氏 

フランクフルト市 建築・都市計画法制部門の
責任者 
ドイツ都市会議建築法制専門委員会議長 

Elisabeth Heitfeld-Hagelgans（ハイトフ
ェルト-ハゲルガンス）女史 

NRW 州都市計画省都市計画法制担当官（都市
計画部門のトップ） 

Hagen Fisher（フィッシャー）氏 デュッセルドルフ市都市計画局 
Richard Kampes（カンペス）氏 デュッセルドルフ市建築局Ｂプラン担当 
Ingeberg Schake（シャーケ）女史 デュッセルドルフ市都市計画局 
Kofferberg（コファベルク）氏 デュッセルドルフ市都市計画局 
Hans-Georg Lohe（ローエ）氏 デュッセルドルフ市文化局の責任者 
Dockeblute（ドッケブルート）女史 デュッセルドルフ市都市計画局 
John（ヨーン）氏 アーキテクト 

デュ

ッセ

ルド

ルフ 

Henning（へニング）氏 トライアン（開発会社） 
Andreas Müller（ミュラー）氏 エッセン市 都市計画及び建築秩序局Bプラン

部門課長 エッ

セン Thomas Weiring（バイリング）氏 エッセン市 都市計画局北東地区担当責任者 
Ludger Wilde（ヴィルデ）氏 ドルトムント市 都市計画局担当課長 
Krötter（クレッター）氏 ドルトムント市 F プラン担当 
Horst Glaser（グラーザー）氏 ドルトムント市 

ドル

トム

ント 
Blanke（ブランケ）氏 ドルトムント市 
Michael Künzel（キュンツェル）氏 ベルリン市 土地利用計画及び都市目標像担

当課長 
Dr.Klinge（クリンゲ）氏 
 

ドイツ都市計画研究所（行政職員等の研修機
関）研究員 

ベル

リン 
Christian Hajar（ハヤー）氏 
 

ベルリンの都市計画・建築ガイドの専門会社
(berlin info）経営者 

Viola Holtkamp（ホルトカンプ）女史 ポツダム市 都市計画・建築法制局 ポツ

ダム Richard Röhrbein（レールバイン）氏 ポツダム市 元都市計画・建築法制局長 
Beyling（ベイリング）氏 ライプチヒ市 元都市計画局の都市デザイン

担当課長 
Dr. Gabriele Goldfuß（ゴールドフス）
女史 

ライプチヒ市 国際関係担当官 

Heinig（ハイニック）氏 ライプチヒ市 都市計画局Ｆプラン担当責任
者 

Hanke（ハンケ）氏 ライプチヒ市 都市計画局課長 

ライ

プチ

ヒ 

Dr. Schimansky（シマンスキー）氏 ライプチヒ市 経済振興局課長 
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Ⅰ．イギリスにみる都市計画制度 
【参考制度】計画許可制、計画協定制度 

 
１． イギリスの都市計画 
 

（１）都市計画制度 
●イギリスが市民の共同生活の場として都市を全国的に整備したのは、1909 年に制定さ

れた『住宅・都市計画等法』以後のことである。これにより、都市開発を行う地方公

共団体に対して、その開発の「都市計画スキーム（Town Planning Scheme）」の策定

が要請された。その後、1947 年に制定された『都市・農村計画法（Town and Country 
Planning Act.）』を逐次改定・法制統合して現在に至っている。1968 年には、地方公

共団体に対し「開発計画（Development Plan）」として、「基本計画（Structure Plan）」
と「地方実施計画（Local Plan）」の 2 段階の計画策定が義務づけられた。 

 
●イギリスの都市開発は、ほとんどの開発行為が地方公共団体の計画許可制の下で行わ

れているが、都市計画の体系としては次の各計画がある。 
◇開発計画 

地域の土地利用の長期的な将来像を提示したもの。開発案件審査にかかる判断材

料となり、少なくとも 5 年に一度は見直される。基本計画と地方実施計画からなる。 
◇基本計画 

県が策定。県における開発と他の土地利用に関する地方計画行政の政策及び一般

提案を定式化したもの。基本計画では既存計画、地域の経済計画や隣接計画に対し

て当該プロジェクトが与える影響に言及し、人口・住宅・環境・商業に関する地域

の計画案を提示する。 
◇地方実施計画 

市町村が策定。基本計画の実現化のための地区計画（土地利用計画図）、事業地域

計画（開発・再開発・改良する特定地域を指定）、特定実施計画（住宅、交通、レク

リエーション、荒廃地の整備などの詳細）からなる。 
◇単一開発計画 

大都市圏の市町村、ロンドン特別区が策定。基本計画と地方実施計画の両方の性

格を合わせたもの。 
 

（２）土地利用規制 
●イギリスにおける土地利用規制の最大の特徴は、計画許可に対する地方公共団体に与

えられた裁量の大きさである。許可対象の規定範囲は広く、ほとんどの開発案件が該

当する。開発案件は個別に審査され、上位計画である「開発計画」が最大の判断材料

とされているが、唯一絶対のものではない。 
●個々の開発が個別のメリットに即して判断されるため、地方公共団体と開発者の協議

を経て、許可条件として開発申請原案にはない公共の利益（プランニング・アドバン

テージ）を開発者に義務づけることが多い。 
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交渉

申請登録 

地域調査 

開発申請

開発
開始 

協定
実行 

意見 

意見 

公示・縦覧 

開発計画 

プランニングアドバンテージ検討 

協定締結 

協定案作成

 

 

市 

 

民 

 

 

 

開 

 

発 

 

者 

 開発企画 
案作成 

■一般的な開発計画申請プロセス（計画協定の場合）■  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）民活と集権 

出典：「米国マスタープラン策定における住民参加制度」国土交通省建設政策研究センター 

●1979 年に誕生したサッチャー政権は、政府の負担軽減を唄い、従来の福祉国家路線

の修正に着手し、地方行政をコントロールすべく中央集権が促進された。そして、煩

雑な個別審査である計画許可制の計画作成過程の簡素化と開発規制過程の迅速化の

ために、２段階であった地方行政制度を大都市圏においては一段階の区レベルに編成

し､開発計画スキームも地域全体の「単一開発計画（Unitary Development Plan）」
に変更し、主務大臣の承認を不必要とした。1980 年代の主な成果は次の通りである。 
◇都市開発公社 

地方公共団体に代わって計画権限を行使でき、資金は中央政府からの補助金と土

地売却代金で賄われる。事例）ドックランズ、リバプール 
◇エンタープライズゾーン 

企業の発展を奨励・促進する目的で設定される地区。地方公共団体や都市開発公

社の計画により､環境大臣が指定。ゾーン指定により、10 年間にわたり開発規制の

緩和（計画許可不要）、納税優遇、手続きの簡素化・迅速化が特典として付与される。 
◇補助金の充実 

都市開発補助金（地方公共団体と民間の協力事業が対象）、都市再生補助金（再開

発事業全般を中央政府が直接管理徹底する目的で、環境省から直接プロジェクトに

助成）が制定されたが、認可の迅速化のために 1988 年に都市補助金として合併し

た。 
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２．計画許可制 
 

（１）計画許可制 
●イギリスの都市計画は、地方公共団体が都市計画の将来目標を示すものとして策定

する「開発計画」を実現するために、個々の開発行為すべてを許可によってコント

ロールする「計画許可制」が基本構造となっている。 
 
● 「開発計画－計画許可制」という基本構造は、ネゴシエーション型の典型例である

が、1980 年代の役割見直しの中で創造のための協議へと変化し開発規制というネ

ガティブ・プランニングの中でよりポジティブな意味合いと位置付けられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヒント！ 

■アーバンデザインのディテールまで事前に方向性が示されている。 

・アーバンデザインのディテールに至るまで、都市計画の方向性がガイドラインと

して地方公共団体より示されている。例えば、都市開発公社や住宅公社は、アー

バンデザインのガイドラインを作成し、これに沿ったプロジェクトに対して支援

を行うこととしている。（Ｐ.11-14参照） 

 

■概略許可で大枠を決め、詳細部分は留保事項として段階的に決めていく。 

・大まかなボリュームと用途、あるいは開発をしてもよいかどうかという大枠（基

本設計レベル）を概略許可として決め、詳細部分は留保事項にして段階的に決

めていく方法をとっている。事業者は、概略許可により概算の事業採算性を算

出でき、その後の詳細な検討が行える。 

・二段階許可は便宜上であり、法律上の解釈としては、許可を二回得ている。留

保事項は決まり次第、改めて許可を得る。 

 

■協議窓口は一本化されている。 

・協議窓口は一本化され、窓口担当者が庁内や関係者との調整を行っている。 

なお、専門的な知識を有した者が窓口担当者になっている。 

 

■不当な協議・判断があった場合、開発者は国に不服申立てをできる。 

・地方公共団体が不当な公共貢献を求めることや不当な許可判断をした場合、開

発者は国に不服申立てをすることができる。これが、事前協議の不透明さや長
期化に対する一定の抑止力になっている。 
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■主体からみたイギリス都市計画における協議手法■ 
 

主  体 
公共 民間 市民 

協議の場、制度など 備  考 

◎ ○  
開発規制における協議 プランニング・アドバンテージの獲得を

目的としたもので、70 年代初頭より顕

著。 

◎ ○  

伝統的パートナーシップ 公共が土地を準備し、民間が建物を建設

する共同事業。戦後のタウンセンター再

開発で頻繁に利用。 

○ ◎  
都市開発公社 ドックランドが代表例。80 年代民活路線

の旗手的存在で、公共とは中央政府。市

民参加が保証されていないと批判強い。 

○  ◎ 
ポピュラープランニング 70 年代頃自治体の独善的都市計画への

批判として始まる。市民のイニシアティ

ブが大きい。 

◎ ○ ○ 
デベロップメント・プラン

の策定 
縦覧、公聴会、意見書提出など伝統的な

参加が中心だが、双方のやり取りあり。

民間企業も市民同様に積極的に参加。 

◎ ○ ○ 
公聴会 開発規制における公的な協議の場。意見

聴取というよりは議論の場。 

○ ◎ △ 
新型パートナーシップ 
（第３セクター方式など） 

都市開発公社に代わるものとして 80 年

代に登場。 

△ △ ◎ 

ボランタリー・セクター ナショナル・トラスト､シビック・トラス

ト､グランドワークなどの数多くの NPO
で、民間企業、公共団体が何らかな形で

参加する場合も少なくない。 
注）◎：主導的な立場で参加する 

出典：＊１ 
  ○：参加する 
  △：場合によって参加する場合がある 
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＜参考＞都市計画の方向性の事前提示例（ロンドン） 
 

 

出典：「URBAN DESIGN COMPENDIUM」 ENGLISH PARTNERSHIP、THE HOUSING CORPORATION 
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（２）公共貢献（プランニング・アドバンテージ） 
●自治体が開発者との交渉を通じて得ようとする何かしら公共性の観点から見てプラ

スになるもののことを、一般に「プランニング・アドバンテージ」と呼ぶ。 
 

■ プランニング・アドバンテージの分類■ 

タイプＡ 
開発そのものをより望ましくするもの 
例）デザインや材料の特定、敷地内公共空間の確保 

申請されている 
開発と直接的な 

関連あり タイプＢ 
開発から生ずる悪影響を緩和するもの 
例）道路の建設、駐車場の整備 

タイプＣ 
都市計画に関連した目標を達成するもの 
例）社会住宅の建設、雇用の確保 

申請されている 
開発と直接的な 

関連なし タイプＤ 
都市計画と無関係な目標を達成するもの 
例）自治体の一般財源への寄付、特定組織への献金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヒント！ 

■ハードよりもソフト的な公共貢献を要求する場合が多い。 

・純粋なソフト貢献としては、「一部の用途への職業訓練機能の導入」「新規発生

雇用者数に占める地域雇用率（1割等）の確保」といったものがある。 

・ソフトを目的としたハードとしては、「託児所の設置」「アフォーダブル住宅の

付置（全戸の１割等）」「ファサードのデザイン」などがある。 

 

■予め行政側が希望する公共貢献が事前明示されている。 

・市全域を対象とした大枠と地区レベルの詳細な内容について、地方公共団体が希

望する公共貢献が事前に整理されている。市全域を対象とした内容は、ローカル

プラン（法定）に項目列記型で整理されている（ショッピング・リストという）。

・大規模な土地利用転換が予想される地区（鉄道ヤード跡地等）では、その地区を

対象とした詳細な公共貢献の内容を示したもの（プランニング・ブリーフ）を地

方公共団体が予め任意で作成しているケースが多い。 

・これらを元に開発者と地方公共団体が協議を行い、公共貢献の内容を決め 

・公共貢献によって容積率割増が得られる場合もあるが、基本的に相互に比例関係
はなく、ケースバイケースで判断されている。 
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●公共貢献を開発行為の中で具現化する方法は次の３通りである。 
① 開発者に対し、計画案に公共貢献を取り込んで修正させ、再度許可申請させる。 

→タイプＡ及びＢが対象、開発者の合意が必要 
② 条件付許可とし、その条件の中で公共貢献を指定する。 

→タイプＡ及びＢが対象、開発者の合意が不要 
 ＜条件付けの原則＞ 
「計画庁が適当と考えるもの」（都市農村計画法 1990 年統合法 70 条 1 項 a） 

   ア．計画目的で課さなければならない。 
イ．許可される開発に関連していなければならない。 
ウ．妥当なものでなければならない。 

③ 自治体が開発者と合意で協定を締結し、その協定の中で公共貢献を担保する。

（計画協定 planning agreement） 
→タイプＡ～D が対象、開発者の合意が必要 

 
ヒント！ 

■公共貢献の実現は、計画案の修正、条件付許可、計画協定で担保している。 
 
 
 
 
３．計画協定 

 
●計画協定制度とは、地方公共団体が土地の開発あるいは利用を制限もしくは規制す

る目的で、その土地の権益を有する者と協定を結ぶことを認める制度である。あく

まで協定であり、当事者間の同意により締結される。第三者に譲渡された場合、新

しい所有者をも拘束する。（1971 年都市農村計画法 52 条→1990 年新統合法 106 条

→1991 年計画・補償法で一方的約定と協定を合わせ「106 条 計画義務」） 
 
●1947 年の『都市・農村計画法』では、協定締結に大臣承認が必要とされたが、1968
年に大臣承認が廃止されたのを契機に、1970 年代以降には頻繁に利用されている。 

 
● 協定内容は、地方土地負担台帳（Local Land Charge）に税などと同様に登記され

る。協定は署名証書として作成され、内容が遵守されなかった場合には裁判所を通

じて開発を差し止めることができる。 
 

●協定内容は次の３点をすべてクリアすることとされた。（1983 年環境省通達） 
ア． 要求内容は当該開発の実行に関連して真に必要なもの 
イ． 要求の程度は当該開発の規模や内容と照らし合わせて妥当なもの 
ウ． 開発者の負担の程度は、納税者負担や利用者負担と比較して妥当なもの 

また、許可条件に設定することが法的にできないような場合にのみ用いるように指

導している。そして、1991 年通達では、新たに広範な都市計画目標（例：複合開発

でのアフォーダブル住宅の建設、自然環境系の保全対策）を明示的に認めている。 
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＜参考＞一方的約定 unilateral undertakings 
  開発者が自ら負担する部分を一方的に設定し、それを署名証書として地方公共団

体に送付することで、従来の協定に代わる制度である。地方公共団体及び中央政

府は計画許可申請を審査する際に、その内容を考慮しなければならない。地方公

共団体の過剰要求を抑制する効果があると考えられている。 
 

■協定内容の例■ 
内容 件数 割合 

開発のコントロール（契約、設計、建築資材の選定等） 
利用制限（開発後の利用者：高齢者住宅の年齢制限、住宅困窮度等） 
金銭的貢献（インフラのための負担金等） 
道路関連の改善 
法的コストの負担（協定書作成のための弁護士費用等） 
環境対策 
インフラ供給（道路関係以外） 
騒音等の対策 
保全対策 
コミュニティ施設等の全負担 
コミュニティ施設等の一部負担 

754 
615 
461 
290 
276 
153 
112 
91 
54 
44 
35 

88.5％ 
72.2％ 
54.1％ 
34.0％ 
32.4％ 
18.0％ 

13.1％ 
10.7％ 
6.3％ 
5.2％ 
4.1％ 

総協定件数 852  
出典：＊１、HMSO（1992） 

 
●計画協定制度の課題としては、次の４点が挙げられている。 

① 協定内容の不確定性 
地方公共団体に与えられた裁量権が大きいために、ゾーニングに代表される仕

様規制と比較して、開発における不確定要素の度合いが大きい。計画協定は許可

条件と異なり、当該開発と直接関係ない内容も指定できるので、開発者にとって

好ましくない状況を引き起こす。 
その背景として、イギリスでは、土地評価額が開発から得られる総収入から開

発の総コストを減じた残額として決定されることがある。協定内容を実現するコ

ストは、コスト要因として土地価格を押し下げる効果をもつ。よって、開発利益

の公共還元という性格は薄れる。 
 

② 協定内容の妥当性 
地方公共団体の要求が開発者の合理的な期待の範囲を超えることは、可能性と

して大いにありうる。だが、開発者は、開発そのものを拒否されるよりは、多少

過剰な負担をしても開発を推進したほうが結果として好ましいという判断は、依

然として開発者の合理的な判断であり、多少の過剰要求に対しては、むしろ地方

公共団体及び開発者双方の利益が一致する場合が少なからずある。 
1991 年の計画・補償法で導入された一方的約定が過剰要求に対する歯止めの

役割を果たすと考えられるが、開発者側からの自発的な提供が過剰な場合には有
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効ではない。開発者が計画許可を得るために過剰なプランニング・アドバンテー

ジを提供する例は少なからずあり、地方公共団体のプランナーにとっても誘惑的

である。この誘惑を断ち切り客観的な判断を行うことを支えるのは、地方公共団

体側の審査担当者のプロフェッショナリズムと良心のみである。 
 

③交渉プロセスの長期化 
協定を前提とする開発規制の交渉は、非常に長期にわたるのが普通である。一

般には、大規模開発になるにつれて交渉事項は多くなり、期間も長期化する傾向

が強くなる。 
大規模開発では、開発者の金利負担は膨大なものとなる。交渉が成立せず、開

発できない期間が長くなればなるほど、その負担は大きい。多少、地方公共団体

から過剰な要求があっても、それに対抗して開発できずに金利負担だけが累積し

ていくよりは、要求を受け入れて開発を推進する方が望ましいと考えるインセン

ティブにもなっている。 
地方公共団体側は、交渉を有利に運ぶためのひとつの戦略として意図的に交渉

の長期化を利用している側面がイギリスではみられるようだが、場合によっては

不必要な社会的コストを発生させているのみならず、計画協定という制度自体の

根幹を揺るがすものとの認識が必要であろう。 
 

④交渉プロセスの秘密性 
長期化とともに、開発規制における交渉プロセスの大きな問題は、ほとんどが

密室で行われ、プロセスと結果を一般市民が直接知る仕組みがないことである。

開発案の最終的な是非の決定は、地方公共団体のプランナーの報告（交渉経過と

結果を含め）を受けた議会の計画委員会であり、その構成員は選挙によって選ば

れた議員であるから、民主的な管理がなされているとはいえる。 
しかし、協定内容はきわめて専門的であり、地方公共団体と開発者の利害が一

致していることもあって、両者の暗黙の合意が存在しているといえる。 
100％の公開性を求めることに無理があるとするには、ひとつの前提がある。

その前提とは、市民の、プランナー及び議員を含めた地方公共団体による都市計

画に対する一般的な信頼感である。地方公共団体が究極的には市民のために行動

しているという信頼感が希薄なところでは、交渉に多くを頼る形式のまちづくり

において、市民の「知る権利」がより強調されねばならないだろう。 
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＜参考＞シティ（ロンドン）における開発規制 

 
１．開発規制の方法 

  ①プランナーの裁量 
ゾーニングによる仕様コントロールではなく、開発を個別のメリットに応じて審

査する許可制度を採用している。審査側に大きな裁量権が与えられている裁量規

制である。許可判断の基準としての客観的根拠は「開発計画」のみとなっている。 
 

  ②ユニタリー・デベロップメント・プラン（UDP） 
   図面中心から計画書中心に変更されている。「基本計画」と「地方実施計画」の統

合版として作成され、都市の望ましい将来像を示す計画書である。 
 
  ③シティの内部構造 
   議会と行政執行部局の判断により許可を出す。具体的には、通常、個別案件を

Planning Department で審査し、Planning Committee（議会の委員会）に対し

て許可・不許可等を推奨し、同委員会でシティとしての意思決定を下す。議会は

一般住民から選出されており、専門家集団である Planning Department に属する

プランナーの意見は大きな影響力をもつ。重要でない案件はプランナーに一任さ

れる。 
 
２．開発基準 

  ①容積率 
   1994 年策定の UDP で容積率基準を削除（過去 50 年近く 500％を採用）した。容

積率は開発スケールに間接的に関連するものであり、周辺建築物との調和からの

判断で設定している。 
 
  ②セントポール寺院への高さ制限 
   ランドマークの眺望保全として高さ制限がある。シティ内部での建築物の高さ制

限（1938 年）であり、かなり近距離の眺望保全策として機能している。規制対象

区域を一辺 50ｆｔのグリッドに分割し、各グリッドの中心点における許容限界高

さを示したプランをシティが作成している。ストラテジック・ビューによる規制

を含む。（既存不適格ビルあり） 
 
  ③ストラテジック・ビュー 
   複数の地方公共団体にまたがる眺望保全の方針として策定される。シティでは、

ストラテジック・ビューに悪影響を与える計画許可申請に対する決定を下す事前

に、他の地方公共団体に助言・コメントを求めることを方針に明記している。 
 

出典：三菱地所資料 
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＜参考＞シティ（ロンドン）におけるオフィス開発の行政折衝 
 

１．計画許可の取得 
 
 
 
 
 
 
                   

 

 

 議 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

審査：最低８週間（計画局、技術局） 

近隣地権者、City 内関係部局、近隣行政区に閲覧 

■諮問団体に意見依頼 

CABE：デザイン面を中心にアドバイスを行う。環境省

の外郭団体。 

English Heritage：景観保存の観点からアドバイスを行

う教育文化省の外郭団体。 

Greater London Authority：面積 3 万㎡、高さ 75m

を超える建物は市長が閲覧。 

■諮問団体は意見書をプランナー宛に提出 

（CABE は審査内容を Web サイトで開示） 

■近隣・個人等のプランナーへの意見提出は可能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        

 

 
        

計画の基本構想案策定 

計画許可申請（設計図、パース、模型等）をプランナーに提出 

建築主

協議内容：配置計画、アクセス、外観デザイン・材料、

容積、建物高さ、用途構成、駐車台数等 

City 内関係部局及び外部諮問団体とも事前協議開始 

（用途、容積等が決められていないためすべて敷地ごと

の個別協議となる） 

基本構想案をもとに City 関係局のシティプランナーと協議（交渉）開始 

意見書の内容を参考にプランナーと協議し、必要に応じて設計内容を修正 

事前協議による計画内容の基本合意、合意内容に基づく基本計画図書の作成 

２．計画の
計画内容の合意に基づきプランナーが議会の計画委員会宛に計画を推薦。 
公開の計画委員会で審査。多数決にて決定。条件付き承認もある。 
   

否認 

▼ 

■差し戻し、または大

 （Planning Appe

        

        

許

事宛に建築確認申請

実施 

（実施にあたって
臣へ上告

al） 

承認 ＊容積・用途等開発条件、外観デザインの確定

■環境大臣により Call in（国家レベルでの審議） 

国家の立場からの審査請求。大臣による審査一時預かり。

世論（公聴会）、諮問団体の意見等を反映し大臣が決定。

の確認事項、付帯工事、工事計画、管理規定他） 
       建築主事と技術面を協議（主に安全・衛生面） 

  

可案をもとに基本設計をとりまとめ 

提出
     マーケティング・工事の見積／発注 

詳細設計をとりまとめ 
再協
計画許可条件の協議・契約を経て正式に計画許可を下付 
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、プランナーと詳細内容確認（実施デザイン、材料等） 

承認後着工 出典：三菱地所資料 



Ⅱ．アメリカにみる都市計画制度 
【参考制度】開発審査（自由裁量型）、特別ゾーニング地区制度 

 
１．アメリカの都市計画 
 

（１）都市計画制度 
● アメリカにおける連邦政府の権限は、経済・外交・軍事等の国家レベルの政策分野

に限られており、都市行政をはじめとする一般的な内政事項は州・自治体政府の権

限となっていることから、標準的な都市計画制度は存在しない。しかし、アメリカ

経済の拡大により都市が成長したことを受け、全国的に共通の都市問題が認識され

るようになったことから、連邦政府は『標準州ゾーニング授権法（Standard State 
Zoning Enabling Act）』（1924 年）と『標準都市計画授権法（Standard City 
Planning Enabling Act）』（1928 年）をモデル法として制定し、州や地方公共団体

に都市計画の法制化を促がした。都市計画制度に関しては、各州により計画法、地

域制法、建築法、住宅法という４つの制度体系から構成されることが多い。 
 

● アメリカの都市計画は、「総合計画」と「ゾーニング」により特徴づけられている

が、加えて「宅地分割基準（サブディビジョン）」「公図（オフィシャル・マッピン

グ）」「カベナント（土地所有者間で締結される土地利用のあり方に関する私的契

約）」といった手法が用いられる。また、特定の地区・地域において計画の基準・

規制を定めた特別地区計画（スペシフィック・プラン）、コミュニティ･プラン、ネ

イバーフッド・プランと呼ばれる“計画法”と“地域制法”の中間的な制度もある。 
 

（２）総合計画（コンプリヘンシブ・プラン、マスタープラン、ジェネラル・プラン） 
● 「総合計画」は、「地方公共団体が連邦政府の補助金や事業に対する資格を有する

ためには総合計画を準備しなければならない」とした『住居法（プログラム 701）』
（1954 年）により策定が進められた。都市の将来的な方向性や主要政策を公式に

表明したプランであり、土地利用や公共施設整備についての 20～30 年スパンの長

期的な目標とそれを達成するための法的な手段を示すものである。特に、成長管理

政策などの一環として地方公共団体の自由裁量的な土地利用規制の合憲性や妥当

性を判断するために、マスタープランとの整合性が問われるようになっている。 
 
● 「総合計画」の策定は、一般的に「州法」に規定されている。地方公共団体によっ

ては、市憲章で都市計画委員会にその策定を義務づけているところもある。 
 

● 「総合計画」には、概して土地利用・交通・住宅・保全・オープンスペース・騒音・

安全の 7 分野が盛り込まれている。しかし、将来的な都市像を配置・デザイン等に

至るまで詳細かつ厳密に、かつ長期間にわたり固定的に計画を定めることの不合理

性が指摘されたことにより、策定プロセスの正当性・合理性・柔軟性が重視される

ようになり、近年では住民参加プロセスが積極的に導入されるようになっている。 
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■カリフォルニア州におけるジェネラル・プランの決定手続き■ 

 

議 

 

会 

関係機関への

プラン照会 

原

案

の

作

成 

公聴会等によ

る市民参加 

 
公

聴

会 

勧

告

の

決

定 

 
議 
 

会 

関係機

関への

送付・

複写の

提供等 

プ

ラ

ン

の

決

定 

 
公

聴

会 

＊議会による変更が大きく、公聴会で検討されていない場合 

アピール 
（公聴会請求） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）土地利用規制 

● アメリカでは、政府・地方公共団体は課税権、収用権、ポリスパワーの 3種類の公

権力を有している。土地利用規制は直接の土地利用や立地を制限するものであるが、

公共目的のために補償なしに民間の特定の行為禁止を行う点からポリスパワーの

行使にあたると考えられている。土地利用規制の手法としては、ゾーニング制、宅

地分割基準、公図制（将来建設予定の公共施設を具体的に計画図上に指定して建築

行為を禁止）等がある。 

 

● 「ゾーニング制」は、『標準州ゾーニング授権法（Standard State Zoning Enabling 

Act）』に基づき策定された州法を法的根拠となり、地方公共団体の「都市計画条例」

として定められているもので、「総合計画」とともに土地利用計画を実施するため

の総合的な都市政策及び法的根拠となっている。都市を小さなゾーンに分割し、そ

のゾーン内の敷地に配置することのできる建物の規模と用途を法的に定めるもの

で、都市の「総合計画」をコントロールする有効な手段と考えられている。1928

年の『標準都市計画授権法』の公布に伴い、多くの大都市において「総合計画」を

はじめとする他の都市計画手法に先立って施行されている。 

 
● 近年、既存のゾーニング指定が特定地区における将来の望ましい土地利用に合致し

ていない場合、都市全域のゾーニングを見直すのではなく、特定地区に限って変更

するリゾーニングが用いられており、さまざまなゾーニング手法がみられている。 

 

ヒント！ 

■新たな公共の利益を含む都市計画の提案ができる 

・提案内容に新たな公共の利益が認められる場合、既存のゾーニング変更が可能

であることから、新たな公益・福祉のあり方を含めて都市計画として提案する

ことができる。都市計画変更手続きと開発許可審査は同時に行われる。 
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■アメリカにおけるゾーニング手法■ 

インクルージョナリー・ゾーニング

Inclusionary Zoning 

ゾーニング規制の範囲内で適切な複合的土地利用を実

現する手法。多くの場合、高所得者用住宅開発に中低

所得者用住宅を包含させることを目的としている。 

パ フ ォ ー マ ン ス ・ ゾ ー ニ ン グ

Performance Zoning 

Impact Zoning とも呼ばれ、一般的に必要最低限の条

件と最大の許容限度を予め定め、プロジェクトが与え

る影響（騒音、震動、臭気、交通量、景観等）に応じ

て土地利用や密度を柔軟に決定するもの。影響軽減手

法の提示と実施意向により開発許可が与えられる。 

クラスター・ゾーニング 

Cluster Zoning 

密度（Density）ゾーニングとも呼ばれ、大規模住宅地

開発等で開発対象地区の自然環境条件等を配慮して、

個性的な街路パターンや敷地規模を柔軟に設定するこ

とで総住戸数（住宅密度）も確保しようとするもの。

スポット・ゾーニング 

Spot Zoning 

提案された開発行為が望ましいものであるにも拘わら

ず、包括的なゾーニング指定になじまない場合、敷地

に対するゾーニングを限定的に異なるゾーニングに変

更する手法。 

イ ン セ ン テ ィ ブ ・ ゾ ー ニ ン グ

Incentive Zoning 

従来のゾーニング制度が造形的に味気ない都市空間を

創出し、用途分化により都市活動の停滞を招くとの認

識から生まれたデザイン・コントロールのための一制

度。公共空間の整備により容積率緩和を得るというボ

ーナスが一般的。ボーナス対象が拡大し、制度主旨と

無関係な不必要な取引、行政手続きの煩雑化等の問題

から見直し・改善が行われている。 

計画単位開発（PUD） 

Planned Unit Development 

田園地域や郊外地域において中規模以上の新規開発を

行う場合に条例に基づき適用。ゾーニング法規の適用

を棚上げできる代わりに、開発者は従来のゾーニング

と同程度の開発密度を確保しながら、行政との協議に

より地区内の道路計画・建物配置・住居タイプ・土地

利用の混合等を柔軟に計画できる。これが公聴会・開

発影響評価調査等を経てマスタープランとされ、ゾー

ニングに代わる対象地区の開発規制として法的拘束力

をもつ。 

開発権移転（TDR） 

Transferable Development Rights 

歴史的建造物の保存や自然環境の保全のために、対象

地の開発許容容積のうち未利用容積を、近隣の別の土

地に移転して利用するもの。歴史的建築物の保全と開

発による経済的利益の調整手法として用いられる。 

出典：＊８より作成  
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（４）ゾーニングの変更手続き 

● ゾーニングの変更（標準州ゾーニング授権法第５節）には、通知や公聴会等の手続

きが必要であるが、ゾーニング改正によって影響を受ける近隣の土地所有者の 20％

以上が反対した場合には、議会全員の 3/4 以上の賛成が加えて必要となる。 

 

● ニューヨーク市の場合、条例に書かれていない特別許可（市憲章第 8章 72 節２項、

73 節 04 項、74 節 21 項）の項目については、特別の合意を交わすことができる（市

憲章 197-ｃ節）。これは制約的権利義務設定文書（Restrictive Declaration）と呼

ばれるもので、不動産譲渡証書に記録され、所有者が変わっても効力を有し、ゾー

ニングマップ冒頭にリストアップされ、さらにゾーニングマップに標記される。 

 

（５）開発負担とリンケージ・プログラム 

● 「リンケージ・プログラム」とは、大規模な民間都市開発事業の開発効果を住宅供

給や就業機会・コミュニティサービスの提供などに結び付けようとする都市政策で

ある。地方公共団体からみると、開発利益の社会還元の一手法である。 

 

● 開発許可と引き換えに、開発規模に見合うアフォーダブル住宅の建設、地方公共団

体が設置する住宅基金への供出金を求める「ハウジング・リンケージ・プログラム」

が中心となっているほか、託児所の付置を義務づけたものもある。 

 

 

 

ヒント！ 

■公共貢献がメニューとして事前に明示されている。 
 

＜参考＞ 

① サンフランシスコ「オフィス・アフォーダブル住宅供給プログラム」 

・1981 年から５年の試行期間を経て、1985 年にサンフランシスコ市の都市計画条例

の一部として正式に施行された（1990 年一部修正）。 

・2.5 万 sf.以上のオフィス開発の許可申請者に対して、延床面積×0.000386＝戸数

の住宅建設あるいは 6.94 ドル／ sf.の負担金を求める。 

・開発者は、ア）開発者自らアフォーダブル住宅を供給する、イ）パートナーシッ

プやジョイントベンチャーによりアフォーダブル住宅を供給する、ウ）市住宅局

に住宅基金として献金する、の３つから選択する。 

・アフォーダブル住宅とは、賃貸の場合は平均所得の 30～60％の所得世帯が支払い

可能な家賃、分譲の場合は平均所得世帯が購入できる価格であることが求められ、

その住宅は 50 年間価格設定を維持することが義務付けられる。 

 

②ボストン（1983 年） 

・10 万 sf.以上のオフィス、ホテル、商業施設の建設に対して、都心部は６ドル／

sf.、その他地区は５ドル／ sf.を７年間分割で市住宅基金に支払う。 

・住宅基金は低所得者用住宅建設に利用されるが、実際に建設供給することも可能。

その他、職業トレーニングのための費用負担等も義務づけられている。 

 

 24



（６）デザイン・ガイドライン 

● 「デザイン・ガイドライン」は、調和の取れた快適なまちづくりを進めるために、

都市環境整備の方向を示す都市デザイン指針である。都市全体の環境整備の基本方

針から、建物規模やデザインをはじめとして、壁面線の位置、街路からの眺望の確

保（ビュー・コリドー）、広場などの半公共空間の提供、公共性の高い水辺への一

般のアクセス保証（パブリック・アクセス）等の規制・誘導が行われる。 

 

（７）スペシフィック・プラン（特定地区計画：カリフォルニア州） 

● カリフォルニア州において計画単位開発（PUD）に代わり用いられているのが、州

法に定められている「スペシフィック・プラン」である。土地利用の目標やガイド

ラインは、開発協定の一部として位置付けられ、市の「総合計画」の一部をなす地

区別計画として法的根拠を有することにより計画誘導が図られている。 

 

 

 

道路 水質土壌

データ収集

データ及び現況の分析

時代背景
調査報告

目標及び基本
方針の修正

代替案

目標及び基本方針の設定

計画条件の整理
デザインコンセプト
土地利用構想図

問題点の分析・解決
土地利用計画の策定

２０の特別スタディスタディ

デザインガイド
ライン、土地利

用規制

より好ましい
デザインと
コンセプトの
開発

環境影響評価書案

開発協定書

地区計画案

環境影響評価書

開発協定書

地区計画

地区計画及び
開発協定書の
採択、環境影響
評価書の承認

建築基準法

ゾーニング

道路法
関連法規の変更

■ミッションベイ開発の計画プロセス■ 

● 「スペシフィック・プラン」は、地区全体の開発案と特定の開発基準、開発をサポ

ートするための公共施設やインフラを予め明確にすることができるので、大規模な

敷地を単一の開発者により段階的に開発する場合に極めて有効である。その場合、

開発に先立って開発者と地方公共団体との間で「開発協定」を取り交わすことによ

り、開発者は経済動向等を考慮した段階的な事業実施が保証されると同時に、学校

や公園のための用地提供やインフラ整備を義務づけられる。 

 
ヒント！ 

■開発協定の内容が、マスタープランの一部に位置付けられることで公共施設

整備の実行が担保される一方、段階的開発が開発者の判断で行える。 
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（８）行政機構（サンフランシスコ市の場合） 

①都市計画審議会 

・ 市の憲章により役割と権限が位置付けられる都市計画に関する政策決定機関。市の

都市計画局により立案・検討された「総合計画」等の立案、開発許可申請、ゾーニ

ング部分修正、特例措置申請、都市計画関連法案の提案、開発許可に伴う許可条件

の提示などの審査・判定・採択を行う権限を有する。 

・ 審議会の決定は、市・郡議会で覆されない限り最終的なものである。 

・ 審議会委員は、審査にあたり評価基準のうちどれを重視するかについての自由裁量

権が与えられている。 

・ 審議は、都市計画局スタッフが作成した調査報告書や意見書等や、建築審査委員会

の見解・評定などが検討素材として準備される。 

・ 都市計画審議会は 7人の委員で構成され、うち５名は市長により任命され、２名は

助役と公共事業局長という職権による委員となっている。委員任期は４年で、委員

報酬は会議出席時の謝金程度で無料奉仕に等しい。 

 

②都市計画局 

・ 市の都市計画に関する政策決定機関である都市計画審議会の活動を補佐し、採択事

項の実施状況を監視する役割を担う。 

・ 都市計画局長を筆頭に、計画・ゾーニング課、長期計画課、事業課等から構成され、

各課は計画技官と事務官のスタッフが配置されている。 

・ 計画・プログラム課の主要業務は、都市計画審議会により採択される都市計画・政

策の立案、その政策遂行に必要な特別研究やプログラムの検討、採択された計画・

政策の実行、定期的な総合計画の見直しなども含まれる。 

・ 事業課の主要業務は、都市計画審議会において採択された政策や計画の実行であり、

都市計画条例、都市区画条例、州環境保全法などの関連法規を執行する。事業課の

局次長は、ゾーニングの執行官も兼ねている。 
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２．開発審査 

 

（１） 自由裁量型審査 

● 開発審査プロセスは、原則的にはケース・バイ・ケースであり地方自治体によって

も厳格さが異なる。サンフランシスコの審査プロセスは、一般的にアメリカにおい

て「自由裁量型（Discretionary Review）」と呼ばれるもので、法の画一的な運用

を避け、都市計画局のプランナーの能力と経験に基づき、画一的な法の運用では対

処できない個別事情に配慮するだけでなく、計画のより詳細な部分まで評価判断を

行おうとするものである。この審査制度は、主として計画審査、環境審査、アーバ

ンデザイン審査の３つの個別審査からなる。 

 

● 申請前に行政との事前協議行われることがあるが、条例等に基づく正式な手続きで

行政側に裁量の余地があるため、日本の事前協議は正式な手続き内に含まれる。 

 

 

 

 

 

ヒント！ 

■各種審査が中心であるが、ゾーニング条例が定める最低基準を満たせば、開

発審査を経ずに建築行為に移行できる迅速な手続きも設定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行規定内

都市計画局担当官との事前協議

環境審査

申請案提出

開発審査業務

建築許可

公聴会／コミュニティ審査

市議会／都市計画局／都市計画審議会による審査決定

却下

計画審査

デザイン審査 ゾーニング審査

歴史保全審査 土地分譲審査

審査

否認

控訴

控訴評議会審査

開発計画認可

開発協定

建築審査
詳細計画審査

第
二
次
審
査

建物使用・占有許可書

竣工審査

第
一
次
審
査

出典：＊６ 

■サンフランシスコの開発審査プロセス■ 
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● ニューヨーク市は、土地利用審査手続きを市憲章（第 197-ｃ節）に定められている。

建築許可は建築局の所管であり、建物計画案とゾーニング条例の整合を審査する。

ゾーニング条例の特別許可の審査対象となるゾーニング変更やボーナス協議の正

式手続き等は、都市計画局との十分な事前協議後に最大５ヶ月の正式審査に移行し、

都市計画委員会で審査される。 

 出典：＊７ ■標準土地利用審査手続き（ULURP）〔New York City 1990〕■ 
・シティマップの変更 都市計画局DCP

・サブディビジョンマップの図化 申請と事前認可

・ゾーニングマップの変更

・CPC特別許可

・市によらない公共事業

・住宅及び都市再開発計画

・埋め立て

・不動産の処分

・不動産の取得

・敷地の選定

３０日 ６０日

・タイムリミットは特定されて
　いない
　（ケースによっては6ヵ月後
　に申請者またはBPは認可
　を求めてCPCへアピールで
　きる）

要する時間 ６０日

・市所有の不動産に対する使
　用許可等（憲章要件による）

コミュニティ委員会CB
区長（及び区理事会）

BP(BB)
都市計画委員会CPC

・申請及び関連する書類の
　受理
・申請及び書類を5日以内に
　CB、BP、CPC（BB：プロジ
　ェクトが1つ以上のCBへ影
　響する場合）へ回す
・必要な環境審査を検討し
　CB及びBPへ環境影響ス
　テートメントの範囲を協議
　するための会合を通知す
　る
・申請を完備したものとして
　認可する

・市民に知らせる
・公聴会を開催する
・CPC、BP（及びBB）へ勧告
　を提出する
・使用許可及びリースについ
　ての権利を放棄できる

・BPはCPCへ勧告を提出す
　る、またはそうする権利を
　放棄する
・BBは（プロジェクトが1つ以
　上のCBに影響する場合）
　公聴会を開催し､CPCへ勧
　告を提出する、またはそう
　する権利を放棄する

・公聴会を開催する
・申請を認可、修正または不
　認可とする
・市議会に認可及び修正つ
　き認可を提出する
・不認可は最終決定である、
　ただしゾーニングマップの
　変更・特別許可・及び都市
　再開発計画を除く

 

ヒント！ 

■正式審査手続きに要する最大日数が定められている。 
 

 

■NY 市議会及び市長による土地利用審査手続き〔New York City 1990〕■ 
もしCPCが申請を認可したら 市議会 市長 市議会

●市議会が自動的に審査する

・ゾーニングマップの変更
・ゾーニングテキストの変更
　（ULURPではない）
・住宅及び都市再開発計画
・住居用建物の処分（低所得者向け
　の非営利会社を除く）
・197-ａプラン

●「3回のNo」もし以下のことが起き
　　たら、自動的に議会が審査する

・CBが不認可を勧告（1回目のNo）
・BPが不認可を勧告（2回目のNo）
・CPCが認可または修正つきの認可
・BPがCPCの認可受理から5日以内
　に議会及びCPCに異議申立て
　（3回目のNo）
●市議会が審査するかを投票できる

・シティマップの変更
・CPCの特別許可
・撤回可能な合意、使用許可、主要な
　使用権
・市によらない公共事業
・埋め立て
・商業又は空いている不動産の処分
・低所得者向けの非営利会社への住宅
用建物の処分
・不動産の取得
・敷地の選定

もしCPCが申請を却下したら、以下の
場合を除き全ての項目は無効

・特別許可（市長が必要とした認可
　の場合）
・ゾーニングマップとテキストの変更
　（市長が認可した場合）
・197-aプラン（市長が認可を要求
　した場合）
都市再開発計画（州法による）

・申請を審議し、公聴
　会を開催し、投票に
　よって認可・条件付
　き認可・不認可とす
　ることができる
・追加の15日間の審
　査中にCPCに対し
　修正案を照会する
・議会が決定しない
　（または審査か否
　か投票しなければ
　ならない項目につ
　いて権限を確認し
　ない）場合、CPCの
　決定が維持される

・申請を審査する
・議会の決定を拒否
　できる
・議会が決定しない
　（または審査するか
　否かを投票しなけ
　ればならない項目
　について権限を確
　認しない）場合、
　CPCの決定を拒否
　できる

・市長の拒否権を2/3
　の賛成で覆すこと
　ができる

決定は過半数の
賛成を要する

20日以内に権限を
確認しなければなら
ない。
決定は過半数の賛
成を要する

50日*1

決定には2/3の賛成
が必要。決定は50

日*2

決定には3/4の賛成
が必要。決定は最
終。法律と日程が改
正される。

５日 10日

1：改正案の場合の15日間の審査を含まない。
2：197-aプランの不認可の審査期間はCPCのルール
　で決定

DCP：都市計画局Department of City Planning
CPC：都市計画委員会City Planning Commission
CB：コミュニティ委員会Community Board
BP：区長Borough President
BB：区理事会Borough Board

出典：＊７ 
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● 都市計画局プランナーの判断は､都市計画審議会が開催する公聴会などの公開討議

を経ることで、審査プロセスの透明性と公正が保証されている。都市計画審議会に

よる審査結果を覆すには、市議会で議員の2/3以上の支持を得ることが必要であり、

現実にはそれを覆すことは難しい。 

 

（２）環境影響評価審査とアーバンデザイン審査 
● 「環境影響評価に関する審査」は、各州の環境保全法により位置付けられているこ

とが多い。通常、都市計画審議会が環境に対する影響が大きいと判断したプロジェ

クトに対して、その旨を通知し､環境影響評価書案の作成・提出を求める。自然環

境や騒音・汚染だけでなく、重要な歴史的・考古学的・建築的・美的な資源、既存

コミュニティや近隣に対する影響、貢献（雇用開発効果等）も調査対象となる。 
 
● 「アーバンデザイン審査」は、都市計画部局のスタッフによって①植栽（ランドス

ケープ）と環境、②建造物そしてオープンスペースに対する関係性、③交通動線、

④生活環境の保護、⑤他の法制度との整合性等（サンフランシスコの場合）等の内

容について審査し、必要に応じて都市計画局が勧告を行う。この勧告は、開発行為

以外は法的根拠がないが、開発許可に対する法的権限を有する都市計画審議会の決

定に大きな影響力をもつことから、実質的に主要開発プロジェクトがこの審査過程

を経ることになる。 
 
 

ッ

盛

備

 

ヒント！ 
■公共貢献によるプラス面の評価軸が設定されている。 

・環境アセスメントの比重が日本より重い。環境負荷等のマイナス面のチェ

クだけでなく、社会的インパクトや貢献（雇用開発等）もアセス報告書に

り込まれる。 
・公共貢献は、地元雇用数や職業訓練機会の確保、アフォーダブル住宅の整

等がある。 
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３．特別ゾーニング地区制度（ニューヨーク） 
 

（１）特別ゾーニング地区 

● 既存のゾーニング指定が特定地区における将来の望ましい土地利用に合致してい

ない場合、都市全域のゾーニングを見直すのではなく、まずは特別許可の拡充とい

う形で対応されてきたが、1970 年代以降は特定地区に限って新たにゾーニングを

決める「特別ゾーニング地区制度」が導入された。 

 

● ニューヨーク市におけるゾーニング制度は、一般的に用途純化と地上レベルでのオ

ープンスペース確保に最大の重点をおいたものであったが、地区固有の景観上の特

質と利用を調整的にコントロールすることを目的としていた。特別地区に指定され

た地区においては、開発者は市の要求する公共アメニティを提供することが義務づ

けられ、加えて開発者が計画に要求されている以外の公共アメニティを盛り込んだ

場合は、その見返りとして法定容積率の割増等の規制緩和を認められるという内容

である。これまでに 30 余地区が特別ゾーニング地区制度の適用を受けている。 

 

■ニューヨーク市における主な特別地区■ 

指定年 地区名 概 要 

1967 特別劇場地区 劇場建設を条件にボーナス容積付与 

特別リンカーンスクエア地区 壁面線を街路境界線一杯に建設、アーケー

ド設置、低中所得層向け住宅の整備を条件

にボーナス容積付与 

特別商業制限地区 歴史地区に設定し、住民向け等商業に制限
1969 

特別バッテリー・パーク・シ

ティ地区 

公共アメニティ提供を条件に容積緩和 

特別国際連合開発地区 公共アメニティ提供を条件に容積緩和 

特別グリニッジストリート開

発地区 

歩行者用通路の整備を条件に容積付与 

1970 特別五番街地区 １階及び容積の最低 100％を小売スペース

に、五番街にふさわしい用途導入、壁面線

を街路境界線一杯に建設、裏側での広場設

置等 

特別サウスストリート・シー

ポート地区 

歴史地区の低層街並み維持のために開発

権移転 

特別ブルックリンセンター開

発地区 

廃止 1972 

特別パーク地区 廃止 

 出典：＊７より作成 
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（２）ミッドタウン・ゾーニング 
 

● 容積率割増や開発権の移転等のボーナス制度等、民間開発に対する各種誘導措置が

多様化し、その適用が個別的になるにしたがい、開発者と行政との調整手続きがま

すます煩雑になる傾向にあった。さらに、特別インセンティブ導入の本来の目的で

ある都市空間の公共アメニティの向上にも、期待した程の効果が生まれていない現

実が強く指摘されるようになった。 
 
● その結果､ニューヨーク市は 1980 年代に入り、これまでの個別対応型の自由裁量規

定を見直すとともに、インセンティブの中心的存在であったボーナス制度も厳しく

制限する方針を打ち出し、1982 年から約 5 年間の試行期間と見直しを受けて「ミ

ッドタウン・ゾーニング」を実施している。 
＜特徴＞ 
・成長コントロールの考え方に基づく開発重点地区の誘導（安定化地区と成長地

区の設定） 
・法規の強化による街路レベルでの公共アメニティの創出（街路レベルの小売店

舗の設置、敷地境界と建物壁面線の一致、地下鉄入口の敷地内移設、敷地内の

通り抜け可能な歩行者ネットワーク、歩道分断の禁止、日照及び天空確保のた

めの形態規制は義務であり、ボーナス対象から除外） 
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Ⅲ．カナダ（バンクーバー）にみる都市計画制度 
【参考制度】開発審査（事前確定型と自由裁量型）、予備審査 

 
１．開発審査 
 

（１）事前確定型ゾーニングによる開発許可 
●開発行為は、市の憲章において、「すべての土地あるいは建物用途の変更、土地に関

わる建設土木等の行為の実行」と定義されている。開発許可は、開発申請者が対象敷

地を市のゾーニング条例に照らして適正に利用・開発されるかを審査するものである。 
 
●適正な土地利用と周辺の街並みと調和した建物の開発を誘導するためのゾーニング

「開発条例 Zoning and Development By-law」による規制を行っている。市全体やそ

れを構成する地区の将来像をもとに市議会によって策定された市の政策を法令とし

て表現したもので、各地区に対して開発可能な用途と規制を定めている。 
 
●規制内容は、土地利用、建物の位置、高さ、容積率、床面積、デザイン、建物の壁面

線の位置、壁面後退（セットバック）、庭、オープンスペースなど。駐車場、荷積駐

車場、駐輪場は、駐車場条例 Parking By-law により規制されている。 
 
●許容用途は、無条件で許可される用途と条件付で許可される用途がある。 
 
●土地利用の条件、規制の制限や緩和は条例に記されているが、都市計画局長あるいは

開発許可審査会が決定することができる。 
 

●都市計画局の計画審査官によって処理される。特別に審査を必要としない戸建住宅、

二世帯住宅は、都市計画局長に代わり建築・事業許可局が建築許可と一括して審査す

る。また、多くの単純な開発申請は、「開発情報・申請センター」あるいは「開発許

可申請審査グループの担当課長」が局長業務を代行し、短期間に効率的に処理し、審

査結果を決定している。開発許可申請の審査期間は、単純な開発審査で２～３日以内

で処理され、小規模の集合住宅・商業施設・工場施設は 7 週間以内に結果が出される。 
 

 

 
 
 
 
 

●

告

 

 

ヒント！ 

■事前明示型コースが設定されており、選択できる。 
・明確な基準があり、それに適合すれば開発許可が下りる。都市計画局で審査される。
却下あるいは許可条件に異議のある場合は、決定後 30 日以内に例外規定審査会に上

することができる。 
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（２）自由裁量型ゾーニングによる開発許可 
●敷地周辺に重大な影響を及ぼす開発を「主要開発 Major Development」として、自

由裁量型ゾーニングによる開発許可審査を行っている。一般のゾーニング制度が画一

的で個性的な環境づくりに柔軟性を欠くとの評価から、規範的な事前確定型ゾーニン

グ手法より柔軟な自由裁量型ゾーニング制度を導入し、既存の街並みや価値のある眺

望、歴史的建物の保全といった地区固有の新しい開発を実現することをめざしている。 
 
 

ヒント！ 

■自由型コースが設定され選択できる。 
・現行規定に収まらない開発計画が対象となり、審査の明確な基準はなく、個々の

計画にあわせて協議と審査を行う。 
・審査は、アーバンデザインを含めて審査委員会が行う。 
・開発許可の中でゾーニング変更も可能であり、都市計画の提案と開発許可審査が

同時に行われる。ゾーニング変更の妥当性は、上位計画との整合性がポイントと

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●主要開発は、開発許可審査会により審査される。開発許可審査会は公開で開催され、

一般市民も意見を述べることができる。 
 
〔主要開発の基準〕 

主要開発の判断は、対象敷地の場所、開発の規模、周辺地区の景観や街並みによる

が、一般的には次の基準で判断される。 
①条件付の用途が定められているゾーニング地区内の開発 
ア．条件付用途は以下の基準で検討 

  ・対象地区に関連する市の法令の主旨との整合性 
  ・対象地区に関連する市議会が承認した計画、政策、ガイドラインとの整合性 
  ・対象地区に関連する諮問組織による提案との整合性 
  ・申請の告知対象となる計画敷地に隣接する地権者や住民の意見との整合性 

イ．主要開発審査の対象となるゾーニング地区 
 

②すべてのゾーニング地区において、用途、密度、高さ、配置、ボリューム、駐

車場等の要件、あるいはその他の影響に関して論争となる開発 
  

③すべてのゾーニング地区において、議会が定めた開発の基本方針、自由裁量型

ゾーニング条項、ガイドラインを適用した先例となったり、過去における運用

の見直しや重大な変更になるような開発 
 

④すべてのゾーニング地区において、大切な公園やオープンスペースをデザイン

し、その中に重要な建物が建設されることになる開発 
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（３）審査プロセス 
●審査プロセスは以下の通りである。 
 ①事前協議 
  都市計画局の開発担当プランナーとの事前協議。必要により他部局の担当者が参加。

予定されている開発に影響を及ぼす基本的な課題を相互に確認する。市の法規、計

画、政策、ガイドラインに基づき、土地利用、密度（容積率、住戸密度）、建物形

態、配置、交通及び駐車場、日照及び日影、プライバシー、住戸の居住性、近隣へ

の影響などが指摘される。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

 

ヒント！ 

■専門職員が窓口となり行政内部を調整する。 
・行政職員は都市開発に関する専門家（開発担当プランナー）が窓口となり、各課協

議等の窓口が一本化されている。 
②開発許可申請の提出 
 申請書類を市開発情報・申請センターに申請料を添えて提出する。 

③開発申請の審査 
ア．予備開発審査 

・任意手続きだが、詳細な開発審査のための基本原則を確認するために強く推

奨されている。法規、計画、政策、ガイドラインに基づき、土地利用、密度、

建物形態、配置、ボリュームの適切性、周辺地区との関係と影響が審査され、

最終審査申請に向けて「開発コンセプトに対する承認」が与えられる。 
・申請図書は、法規に基づく技術的な情報に加えて、開発コンセプトを説明す

るのに十分なもので、その情報が適切かつ正確であれば精密な図面でなくフ

リーハンドの図面でも構わない。 

ヒント！ 

■予備審査により開発内容を大枠で了解する。 

イ．最終開発審査 
 ・予備審査で検討された項目について、最終的な詳細計画について審査が行われ

る。特に、緩和及び例外措置を希望している場合、その内容が市の法規、議会

が承認した開発方針、ガイドラインに合致しているかが審査される。 
ウ．告知 
 ・計画審査官の指示に基づき、敷地に告知板を立てる。近隣の地権者や住民は、

市からの手紙により申請を告知される。 

 

エ．承認、否認、保留 

   ・開発許可審査会は、最初に開発許可スタッフ委員会の報告書について開発担

当プランナーより説明を受ける。審査会は申請者及び関心のある市民からの
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意見を聴取し、審査会メンバー及び諮問委員会のメンバーで討議を行う。審

査会議長は、討議結果を総括し、諮問委員による投票を行う。３人の審査会

メンバーによる多数決が行われる。通常、条件付の許可もしくは却下である。

審査会は、申請者に追加の資料を提示するチャンスを与えるために、審査結

果を保留することもある。 

 

オ．異議申し立て 

     ・開発許可審査会あるいは都市計画局長に対する異議がある場合は、決定後 30

日以内に例外規定審査会に上告できる。 

 

    カ．軽微な開発内容の変更 

     ・開発許可後の軽微な変更は、変更承認が必要であるが、都市計画局長もしく

は担当スタッフにより処理される。土地利用、密度、高さ、デザインなどに

おける大きな変更は新たに開発申請を提出し、審査会に差し戻される。 

 
（４）審査体制 

  ①計画審査官 

申請記録のチェック、申請図書を関連部局に回し意見を求める。 

 

  ②開発担当プランナー 

   開発申請を審査するために申請者に連絡をとり、開発図書を回覧した結果、関連部

局から寄せられた意見や告知に対する意見を通して提起された問題を協議する。 

 

  ③アーバンデザイン委員会 

   市議会が任命する専門家 9 人以上で主要開発を審査し、都市計画局長、開発許可審

査会、市議会に対して委員会として提言を行う。委員の任期は 2年間で無報酬。 

 

  ④市民計画委員会 

   各地区の計画策定に関連して、必要に応じて議会の承認により設置される。同委員

会の提言は、開発許可スタッフ委員会を通じて都市計画局長あるいは開発許可審査

会に提出される。 

 

  ⑤歴史地区計画委員会 

 

  ⑥歴史資源諮問委員会 

   都市計画局長あるいは開発許可審査会に対して、歴史資源に関わるデザインに関す

る助言を行う。同委員会は、歴史資源の保全の問題が関連する地区内や地域歴史資

源保全法に基づき議会により保全対象に指定された建物や敷地が関連するすべての

主要開発の審査を行う。 
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  ⑦開発許可スタッフ委員会 

   市の関連部局スタッフにより構成される。開発許可審査会が審査を行う前に、すべ

ての主要開発の申請を審査する。申請者及び市民に対しては非公開である。委員会

は、開発許可審査会にかけられる予定の各開発担当プランナーが概要を説明する。

開発担当プランナーと計画審査官が他の市のスタッフと協働で作成した申請に対す

る詳細な審査報告書案を検討する。審査報告書は、一般にプロジェクトの概要と定

量的な分析、開発担当プランナーによる広範なデザイン審査、土木局・社会計画局・

建築業務許可局・保健局・消防局など市の部局からの意見や提言、アーバンデザイ

ン委員会・市民計画委員会により審査結果と提言、公告に対する意見、委員会とし

ての審査結果にあわせて、主要な検討課題の概要を載せ、最後に委員会としての開

発許可審査会に対する提言を添える。 

 

  ⑧開発許可審査会 

   都市計画局長、市の技監、社会計画局長により構成される。このメンバーによりす

べての決定が下されるが、すべての審議内容について市議会により任命された 7 人

（開発関連業界２名、デザイン関連専門家２名、一般市民代表３名）の諮問委員会

による提言が行われる。開発許可審査会は一般市民に公開され、申請者及びその代

理人は、審査会に出席して意見を述べることができる。近隣住民や関心のある市民

も、審査会に出席して意見を述べることができる。書面による意見の提出も認めら

れる。 

 

（５）主要開発の審査期間 

●主要開発の審査期間は、一般に予備開発審査に 8週間。最終開発審査に、予備審査を

行わなかった場合 10～12 週間、予備審査を行った場合 8週間を要する。これには手

続きのプロセスにおいて申請者の対応検討期間や申請のための準備期間は含まれな

い。 

 

●予備審査を行っている最終開発審査の申請は、申請内容が素直で、質が高く、あまり

物議を醸さないものであれば都市計画局長の承認となることが多い。また、小規模で

問題が少ないプロジェクトは、予備審査を行う必要がなく、直接、最終開発審査に持

ち込むことに問題ない。 
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Ⅳ．ドイツにみる都市計画制度 

【参考制度】プロジェクト型Ｂプラン、都市計画契約 

 

１． ドイツの都市計画 

 

（１）都市計画制度 

 

●ドイツの都市計画は、市町村全域におけるマスタープランである「Ｆプラン」と地区

単位の詳細計画である「Ｂプラン」による二層制の都市計画システムをとっており、

Ｆプランに基づいてＢプランが策定されている。（建設法典第１条２項）。 

 

■ドイツの都市計画（プロジェクトアセスメント）体系図■ 

建設誘導計画［Bauleitplan］ 

建

◎Ｆプラン、Ｂプラ

◎全ての建築物の建

通常型 プロジェクト型 

体 者 

Ｂﾌ

Ｂ

Ｂプラン[Bebauungsplan] 
◎Ｆプランを基礎として策定される地区レベルの計画 
◎定める内容：土地利用の区分、道路・駐車場等の地区内交通施設、そ

の他公共施設用地、建築許容限度（壁面線、建ぺい率、容積率）など 

◎通常は市町村が作成する（通常型Ｂプラン）が、民間事業者が作成・

提案することもできる（プロジェクト型Ｂプラン） 

Ｆプラン[Flaechennutzungsplan] 
◎ 市町村全域を対象とする土地利用計画 
◎ 定める内容：土地利用の区分、都市施設の配置 
◎ 市町村が策定して議会が決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治
築許可 
ンとの整合性のチェック 
築に「建築許可」が必要 

議 

都市計画契約

ﾟﾗﾝ案の確定

議会による議決

Ｂﾌﾟﾗﾝの発効

任意 条件 

ﾌﾟﾗﾝ案の作成
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民間事業
計画協
Ｂﾌﾟﾗﾝ案の確定

自治体に提案

Ｂﾌﾟﾗﾝ案の作成

許可が与えられる地区 
◎Ｂプラン策定済み（あるいは策
定中）地区 

◎連担建築地区：建築物が既に建
ち並んでいる旧市街地 



●通常、Ｂプランは市町村に策定権限がある。開発者が開発計画を発意する場合でも、

開発者の意向をふまえつつ市町村がＢプランを策定してきた。しかし、1990 年の東

西統一後、旧東ドイツの都市開発における民間投資の活用需要、行政側の都市計画

に関するノウハウと財源の不足を背景にして、開発者がＢプラン案を作成し、市町

村に提案ができる仕組みが確立された。その制度の有効性から、ドイツの都市計画

基本法である『建設法典』に新たな制度として定められ、「プロジェクト型Ｂプラン

（Verhabenbezogner Bebauungsplan）」（建設法典第 12 条）として施行されている。 

 

●「プロジェクト型Ｂプラン」の策定に際しては、事業の実施期限や開発に伴う都市

基盤整備等の費用分担について、地方公共団体と開発者の間で協議が行われ、その

内容を契約として結ぶことで提案内容の実現化を担保している。この契約を「都市

計画契約（Staedtebaulicher Vertrag）」（建設法典第 11 条）という。 

 

●Ｆプラン及びＢプランの実効性を担保する仕組みとして「建築許可制」をとってお

り、これによりＦプランやＢプランとの適合性が最終的にチェックされる。なお、

基本的に、Ｂプランが策定されている地区でないと開発はできないこととなってい

る。 

 

 

〈参考〉プロジェクト型Ｂプラン誕生の背景 

・ 1990 年の東西ドイツ統一後、旧東ドイツにおける都市再開発の推進及び都市基

盤整備の必要性と、地方公共団体の都市計画ノウハウ及び財源の不足を背景に

して、開発者が計画策定費用を負担してＢプラン案を作成・提案し、それを地

方公共団体が認めていく「ＶＥプラン Vorhaben und Erschließungsplan」とい

う制度が施行された。 

・ 旧西ドイツにおいても「ＶＥプラン」の有効性から、統一に伴う時限立法(建設

法典措置法、1993～1997)として導入され、その後、1997 年の建設法典改正(1998

年施行)により正式な制度として位置付けられることになった。その際、名称が

「プロジェクト型Ｂプラン Vorhabenbezogener Bebauungsplan」へと変更に

なっている（建設法典第 12 条）。 

 

 

 

（２）土地利用規制 

●ドイツにおける土地利用及び都市建設に関する最も基礎的な計画として、市町村は

「建設誘導計画」を策定する。「建設誘導計画」は、市町村全域におけるマスタープ

ランである「Ｆプラン（Flaechennutzungsplan、準備的建設誘導プラン）」（建設

法典第２節）と地区単位の計画である「Ｂプラン (Bebauungsplan、拘束的建設誘

導プラン) 」 （建設法典第３節）により構成され、２層制の計画システムとなって

いる。 
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●Ｂプランの内容は、Ｆプランから展開される（建設法典第８条２項）。また、既存の

Ｆプランに矛盾するＢプランを策定する必要がある場合は、Ｂプラン策定とＦプラ

ン変更を平行手続きで同時に進めることができる（同３項）。 

ヒント！ 

■提案により上位計画の変更が可能であり、必ずしも上位計画にとらわれない自由な

提案ができる。変更手続きが平行して行われるため、手続きが迅速である。 

 

 

 

 

 

 

（３）Ｆプラン 

①策定主体 

●Ｆプランは、当該市町村全域について 15 年程度を将来目標とした土地利用を示すマ

スタープランであり、市町村が策定し、議会の議決を経る。また、州支庁による認

可が必要となる（建設法典第６条）。 

 

②拘束力 

●Ｆプランは、行政内部のみを拘束し、個人には及ばない（建設法典第７条）。また将

来の政策目標を示したものであり、これにより開発行為や開発規制はできない。 

 

③定められる内容 

●Ｆプランには、土地利用の区分（住居地域、混合地域、産業地域、特別地域等）と

都市施設（道路、公園、下水道等）の配置が示される（建設法典第５条）。 

 

（４）Ｂプランとプロジェクト型Ｂプラン 

①策定主体 

●Ｂプランは、街区単位の個別の地区毎に、市町村の条例で定められる詳細計画であ

り、通常、策定権限は市町村にある。市町村は自らの費用負担のもと、必要に応じ

て策定し、最終的には議会の議決によって決定される（建設法典第 10 条）。 

 

●プロジェクト型Ｂプランは、開発者が計画策定費用を負担して、案を作成・提案し、

それを地方公共団体が承認する形で策定される（建設法典第 12 条）。 

 

②拘束力 

●Ｂプランの決定後は、各種の法的拘束力が発生し、Ｂプランには実施の義務が生じ

る。Ｂプランの策定の目的は環境の質を一定基準に保つことであり、公共が土地を

買収して行う市街地開発事業だけでなく、一般市街地も対象としている。 

 

③定められる内容 

● Ｂプランには、土地利用の区分、道路・駐車場等の地区内交通施設、その他の公共

施設用地、建築許容限度（壁面線、建ぺい率、容積率）などを一体的、総合的に定

める（建設法典第９条１項）。 
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●プロジェクト型Ｂプランの場合は、通常のＢプランで定めることができる内容（建

設法典第９条１項）には拘束されず、自由に計画内容を定めることができる（建設

法典第 12 条３項）。 
 

④構成 
● Ｂプランは、図面及び策定の目的、目標、及び主要な効果等について記載した理

由書から構成される（建設法典第９条８項） 

 

■ Sudholzstrabe 北地区（ボーフム市）のプロジェクト型Ｂプラン（図面）■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：ボーフム市ホームページ 

  
１． 計画の背景 

２． 国土整備や州計画の目標との適合性 

３． 自治体が策定している都市発展総合計画の目標との関係 

４． F プランとの対応関係 

５． 適用区域 

６． 計画内容 

７． 環境報告 

８． 補償措置（代替エコ用地の確保、下水処理、基盤整備） 

９． 注意事項 

10． 特記事項 

11． 面積関連 

12． 費用関連 

■Sudholzstrabe 北地区（ボーフム市）のプロジェクト型Ｂプラン（理由書の目次）■ 

出典：ボーフム市ホームページより作成 
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（５）計画の期限 

●Ｂプランの場合、計画を早期に実現させるため、開発権取得者が７年間開発権

を行使しなかった場合は、無補償で地方自治体が計画内容の変更、廃止ができ

る。一方、地方自治体が、７年以内に計画内容を変更・廃止する場合は、開発

権取得者に対し、地方自治体は計画補償をしなければならない（建設法典第 42

条）。 

 

●プロジェクト型Ｂプランの場合、地方自治体と開発者との協議により、実施契

約（後述）の中で期限を設定する（３年、５年が一般的）。この期限までに事業

が実施されない場合は、地方自治体が無補償で計画を廃止する（建設法典第 12

条６項）。 

 

ヒント！ 

■都市計画に期限を設定し、期限内に事業が実施されない場合は、無補償で都市計画

を廃止する仕組みがある。 

 

 

 

 

 

 

（６）策定手続き 

●Ｂプランの策定手続きは、プラン策定の開始、縦覧案の決定、最後のプラン決定と

３回の議会での議決が原則だが、プラン策定開始の議決は省略することができる。 

 

●原案作成前の早い段階での住民参加が義務づけられている（建設法典第３条１項）。

なお、プロジェクト型Ｂプランの場合も、地方公共団体が責任をもって住民参加手

続きを行う。ただし、原案作成費用は、開発者が負担する場合がある。 

 

●議会の議決にかける案を確定させる前段で、開発者と地方公共団体が計画協議を行

い、都市計画契約を結ぶ場合がある。通常型のＢプランの場合は任意であるが、プ

ロジェクト型Ｂプランの場合は、この都市計画契約の締結が必須条件となる（建設

法典第 12 条１項）。 

 

 

 

 

ヒント！ 

■地方公共団体は、開発者からの自由な提案内容を上位計画との整合性に基づいて、

その妥当性を判断する。  
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■通常型Ｂプランの策定手続き■ 
 

民間事業者 自治体 議会 住民 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

※

※その後の手続きの状況

に応じて、内容は適宜

変更される。 

こ
の
段
階
で
も
可 

任意であり省略可能 

開発権の取得 

プ
ラ
ン
修
正 

検討結果の受

取り 

提案の提出 

プランの議決

プランの告示

プランの変更が

必要か検討

提出された提案

を検討

プラン案の縦覧

参加と意見の

聴取 

プラン案の

議決

計画協議 

プラン案の確定

都市計画契約 

プラン案を作成

プランの策定

を議決

プランの策定の

議決を告示

プランの必要性
検討開発の発意 

 
■プロジェクト型Ｂプランの策定手続き■ 

 
 民間事業者 自治体 議会 住民 

 

定

※
※その後の手続きの状

況に応じて、内容は

適宜変更される。 

こ
の
段
階
で
も
可 

以降は通常

参加と意見の

聴取 

計画協議

プラン案の

確定・提案 

都市計画契約

プ ラ ン 案 を

作成 

プランの策定を

議決 

プラン の策定

の議決を告示 

プランの必要
性検討 開発の発意 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

プラン案の確
任意であり省略可能 
型と同様

＊２より作成 
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２．開発審査 
 

（１）計画協議と公共貢献 

●プロジェクト型Ｂプランにおいて、開発者により提案される計画内容の妥当性の判

断は、特に事前明示された基準はなく、Ｆプランとの整合性をもとに、自由な形で

提案された内容を地方公共団体が裁量で判断する。また、公共貢献の度合いと承認

される都市計画の内容とは比例関係にない。 

 

●計画協議による公共貢献の内容は、建設法典第 11 条１項に例示されているが、地方

公共団体の判断が広く認められている。具体的には、交差点の改良等開発者に原因

のある周辺環境への負荷の対策費用の負担、地区施設の整備又は費用の負担、事業

の実施期限などがある。 

 

●ソフト的な内容が求められるケースはあまりないが、ドイツの特徴的な内容として、

代替エコ用地の確保が求められる場合が多い。これは、開発に伴う自然への侵害の

代償として、緑地等のエコ用地を整備する（地区外での確保も可能）ものである。

ただし、これを貢献として求める場合、事前に地方公共団体がエコロジーに関する

計画や原則を示しておくことが必要となる（建設法典第１a条）。 

 

●自治体が求める公共貢献に関し、過去の判例に基づいて次の４つの原則が存在する。 
① 実際に行政が整備する際にかかる費用以上に、計画利益を吸収してはいけない。 

② 因果関係が不明な利益徴収はしてはいけない。 

③ 計画内容に対応するものに限る。過度な公共貢献は求めてはいけない。 

④ 目的外使用の禁止。因果関係のない施設の整備は求めてはいけない。 

 

ヒント！ 

■必要以上に、かつ目的以外のものは求めないことを原則に、公共貢献の内容はプ

ロジェクトに応じて自由に決められている。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画協議の窓口 
●計画協議の窓口は一本化されており、行政内部の調整は、窓口担当者が責任をもっ

て行っている。 
 
●窓口担当者（に限らず都市計画部局のほとんどの人材）は、専門的な知識と能力を

もった専門職員があたっており、公募により選出される。この公募制により、他の

市町村で実績のある職員や、民間の事務所で経験を積んだ人がリクルートされる。 
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●ドイツの地方公共団体には「都市計画担当助役」というポストがあり、このポスト

が都市計画の最高責任者となっている。都市計画担当助役は、政治的決定権をもつ

ため、計画判断がしやすい。また、議会への説明も都市計画担当助役が行う。 

 

ヒント！ 

■協議窓口は一本化されており、行政内部の調整は、窓口担当者がすべてを行う。 

 

 

 

 

 

 

〈参考〉都市計画修習生制度 

・ ドイツには、都市計画の専門家を養成する制度･資格(リフェレンダリアート

Referendariat：日本の司法修習生に近いイメージ)が確立されている。この資格

取得者は自治体職員の公募上有利で、行政の職員となる場合が多い。 

・ ドイツ全体で、1000～2000 人程度の資格取得者がいるといわれている。 

 

〈参考〉都市計画部局の組織体制 

・ドイツの都市計画部局の組織体制は、自治体によって様々であるが、下記のミュ

ンスター市（人口 30 万人）の組織体制が一般的である。ほとんどの職員が専門

職で、公募制となっている。 

出典：ミュンスター市資料

ミュンスター市 都市計画局（60～70 人で構成）

一般総務 
 
助成 
 
契約 

計画手続き 

総合交通計画 

近距離交通 
 
交通計画 

交通技術 
 
  中央・北東 
 
  南西・Hilltrup

  西 
 
  騒音対策 
 
交通誘導 

Ｂプラン 
 

 中央 
 

 北西 
 

 東・東南

 Hilltrup

 

記念物保全 

文化財 
 
模型

Ｆプラン 
 
地区計画 
 
都市更新 

都市デザイン 

総務 

助成 

契約 

計画手続き 

交通計画 Ｂプラン 

記念物保全 

Ｆプラン 

地区計画 

都市更新 

都 市 デ ザ イ

秘書 
 
電算処理

都市計画局
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（３）第三者機関による鑑定 
●計画協議の際、開発者から地方公共団体への説明資料、地方公共団体による議会へ

の説明資料として、開発者側の負担で、歴史的・文化的環境価値の評価や市場性の

調査、開発に伴い発生する環境や交通等の影響及びそれに対する代替措置の妥当性

等について「第三者機関」に鑑定を依頼し、その結果を鑑定書という形で示すこと

が一般的に行われている（制度化はされていない）。 

 

●第三者機関は、大学の研究室や、大学教授、民間のコンサルタント等が担っている。 

 
ヒント！ 

■第三者機関の鑑定により提案内容の妥当性が客観的に分析され、その結果（鑑定

書）が判断材料として活用されている。 

 
 
 
 
 
 
３．都市計画契約 
 

（１）都市計画契約 

●開発者と地方公共団体との計画協議の結果、その内容を両者で締結する契約を「都

市計画契約（Staedtebaulicher Vertrag）」（建設法典第 11 条）という。この都市計

画契約は、Ｂプランの発効ではじめて有効となる。 

 
●プロジェクト型Ｂプランの場合、開発者は、一定期間内での事業の実施や計画策定

費用の負担、地区整備費用の全部または一部を負担すること等に関する「実施契約

（Durchführungsvertrag）」を都市計画契約として地方公共団体と締結することが

必要であり（建設法典第 12 条１項）、これにより提案内容の実現化を担保している。 

 

●地方公共団体と開発者だけでなく、実際に開発後の土地を使用する利用者との三者

契約を結ぶ場合もある（例えば、マインツ市のメディアパーク地区では、マインツ

市と開発事業者、利用者であるドイツ第二テレビの三者で契約している）。 
 

ヒント！ 

■都市計画契約の締結により、提案内容の実現化を担保している。 
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■Medienparks 地区（マインツ市）の実施契約の内容（一部抜粋）■ 
 
 

 １．悪臭・振動等の防止 

 ２．騒音防止 

 ３．交通関係（自転車道・歩道の設置費用負担、シャトルバスの設置資金支援など） 

 ４．エネルギー関係（CO2 排出の最も少ない構造の施設とすることなど） 

 ５．水処理関係（雨水利用を原則、道路・広場での浸透性のある資材の使用など） 

 ６．断熱性関係（建物内の室温は 19℃とすることなど） 

 ７．換気関係（換気設備の設置など） 

 ８．近郊ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ及び景観保全 

 ９．その他（テレビ博物館の内容について市の文化庁と協議することなど） 

 10．違約金 

 

 

（２）枠組み合意・契約 

●計画協議の際、まず計画内容の枠組みに関する合意を両者で行い、その内容を都市

計画契約として締結するケースがあり、これは「枠組み契約（Rahmenvertrag）」

と呼ばれている。開発者はこの契約を結ぶことにより、その後、詳細な検討や投資

家を先行的に募ることができ、計画熟度を高めて最終的な実施契約を結ぶ。 
 

ヒント！ 

■枠組み合意・契約という大枠了解を得て、さらにプロジェクトの熟度を高めた上

で最終提案ができる仕組みがある。 

 

 

 

 

 

 

■Gleisdreieck 地区（ベルリン）における枠組み契約の内容（一部抜粋）■ 

地区名 面積 容積率 用途地区 その他 

Flottwellpromenade 約 2.5ha  
中心地区（MK）

／混合地区（MI）

Schoenberger 岸沿いの建築的

アクセント 

Urbane Mitte 約 6.9ha 350％ 中心地区（MK）
都市計画的評価手続きや気候調査

に基づく建築物の最高高さ位置 

Schwechtenpark 約 3.7ha 150％
中心地区（MK）

／混合地区（MI）

Moeckern 通り地域には建物を

建てられない 

Mockernkiez 約 3.9ha 250％ 混合地区（MI）  

Yorckdreieck 約 2.4ha 400％ 中心地区（MK）
気候学的調査に基づく高層住宅の

最高高さの設定 
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出典：関連する市民団体ホームページより作成
出典：関連する市民団体ホームページより作成



（３）契約内容の公開 

● 都市計画契約の内容は、地方公共団体によって対応は異なるが、公開されている場

合が多く、ホームページからデータをダウンロードができる事例もある。 

 

ヒント！ 

■透明性や公正さ、提案内容の実効性を高める観点から、契約内容が公開されている。

 
 

 
 
 
４．建築許可による実効性の担保 
 

● Ｆプラン、Ｂプランの実効性を担保するしくみとして、「建築許可制」がある。ドイ

ツでは、軽微な建築物以外の全ての建築物の建築（建築物の建築、建築物の改造、

建築物の用途変更）に「建築許可」が必要である（建設法典第 30 条）。 

 

●許可が与えられるのは、Ｂプラン策定済（あるいは策定中）の地区（建設法典第 30

条）、連坦建築地区（建築物が既に立ち並んでいる旧市街地）における建築行為（建

設法典第 34 条）であり、その許可には「建設誘導計画」との整合性や道路等の地区

施設が整備されていることなどが求められる。これら両地区以外の「外部地域」に

おいては、建築行為が厳しく制限されている（建設法典第 35 条）。 

 

● 建築許可権者は下級建設監督局（州政府の機関）であり、市町村には権限がない。 

 

■建築許可の４類型■ 
 

区域 対象範囲 建設法典 

適格Ｂプラン 
「建築的利用の用途と密度」、「敷地内の建築許容範囲」、

「地区内交通用地」の３用件を含むＢプランのある地区 
第 30 条 1 項

簡易Ｂプラン ３要件のいずれかを欠くＢプランのある地区 第 30 条 3 項

連担建築地区 建物が連担している既成市街地の範囲 第 34 条 

外部区域 Ｂプランがなく、連担市街地でもない区域 第 35 条 

 
出典：＊２ 

 47



５．制度の運用実態 （Ｐ３別記３調査による） 

 
（１）ドイツの社会システムについて 

 
①行政、民間、議会、住民の相互の力関係 
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ドイツでは行政の計画高権という考え方があるが、実態としては、厳しい財政状況

下のため、民間側の影響力が大きい。民間投資をどうやって引き寄せ、誘導する

か、また議会と民間との間をどう調整するかが行政の課題になってきている。 

 
 
 
 
・ 多くの自治体は、財政状況が厳しく、自己負担でインフラ整備が出来ない状況から、

公共側の責務としての都市計画という側面を持ちつつ（計画高権の考え方）、投資

家をどうやって引き寄せ、誘導して都市計画を進めていくかがアクチュアルな課題

となっている。（ドイツ連邦建設省：ゼフカー氏、ベルリン市：キュンツェル氏） 
・ 計画策定のＡ to Ｚを民間に委託するケースが増えている。ひいては、最終的な計

画決定権限のある議会と民間との間をどう調整するかが、行政の課題になってきて

いる。（ドイツ連邦建設省：ゼフカー氏） 
・ 大型プロジェクトの場合、政治家と事業者との関係の方が、行政と政治家の関係よ

りも遙かに強い。（ドイツ都市計画研究所：クリンゲ氏） 
・ ミュンヘンは、立地希望が多いため、市が強い立場にあるが、他都市の場合は、立

地希望が少ないため、厳しい経済状況下で、逆に事業者に逃げられないようハンド

リングをすることが重要になる。（デュッセルドルフ市：カンペス氏） 
・ 住民から反対があった場合、行政側がコーディネートし、事業者に専門家の鑑定を

実施させたり、よりよい形に計画を見直させたりする。（エッセン市：ミュラー氏） 
 

②行政裁判所が存在することの影響 

 
訴訟される案件は、日本に比べ圧倒的に多い。ただし、あらゆる事項を比較考

量して判決が出されるため、自治体が敗訴するケースは少ない。なお、適切な

期間内に判決を受けることが権利として保障されている。 

 
 
 
 
・ 議会で議決され、法的拘束力をもった計画として発効してから２年間に限り、反対

者は行政裁判所に訴訟ができる。（エッセン市：ミュラー氏） 
・ 日本では、行政訴訟的な訴訟は、年間 1500 件程度だが、ドイツでは、年間 20 万

件、都市計画法制関連だけで年間 2000 件ある。（元行政最高裁判所判事：ゲンチュ氏） 
・ 行政裁判所に訴訟するのは、地権者や近隣住民など、計画や契約により影響を受け

る人が多い。なお、単なる権利の侵害だけではなく、あらゆる事項を比較考量して

判決が出されるため、自治体が敗訴するケースは少ない。なお、ＥＵレベルの法理

で、適切な期間内に判決を受けることが権利として認められており、むやみに長期

化した場合は、補償が必要になる。（元行政最高裁判所判事：ゲンチュ氏） 
・ 訴訟の大きな要因となるのは、開発によって財産権が侵害されるケースである。た

だし、行政裁判所がチェックするのは、計画策定プロセスが適正に行われたかであ

り、計画の中身ではない。（エッセン市：ミュラー氏） 



（２）通常型Ｂプランとプロジェクト型Ｂプランについて 

 

①プロジェクト型Ｂプランのメリット、デメリット 
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プロジェクト型の場合、ディテールを早期に決めることにメリットのあった当時の

運用（Ｂプランの段階でディテールの内容まで決め込む）が現在も残っているた

め、事業を具体化する過程での裁量の余地が少なく、リスクが大きい。ただし、

行政にとっては建築デザインのクオリティを高められる点、事業者にとってはＢ

プランの計画決定と建築許可が同時に受けられる点や行政側のＢプラン策定

の順番待ちの状態にならない点では依然メリットがある。 

 
 
 
 

 
 

 
・ プロジェクト型Ｂプランの場合、ディテールを早期に決めることにメリット（行政

側にとっては、民間の負担で、いつまでにどのような施設、建築、開発が実現でき

るかを明確にできる。事業者側にとっては、早期に詳細内容を決め込むことで、投

資家を募りやすくなり、またプロジェクトの実施期限に対応しやすくなる。）のあ

った制度創設当初の運用（Ｂプランの段階でディテールの内容まで決め込む）が現

在も残っているため、柔軟に変化に対応できる要素が少なくなる。これは、事業者

にとって、事業を具体化する過程での裁量の余地がなく、リスクが大きい。また、

投資家がいなくなってしまった場合、そのプランの実現ができなくなるということ

が起こる。（デュッセルドルフ市：ドッケプルート女史、ドルトムント市：ヴィルデ氏、アー

キテクト：ヨーン氏 他多数） 
・ プロジェクト型Ｂプランの場合、Ｂプランの段階で詳細まで作りこむので、Ｂプラ

ンの計画決定と建築許可が同時に受けられる。（アーキテクト：ヨーン氏） 
・ 通常型のＢプランの場合、民間が開発を発意する場合、行政側にＢプラン策定の要

望はできるが、行政内での重要度が高いものから策定が行われるため、策定の順番

待ちの状態になる。一方、プロジェクト型の場合、事業者が自らプランの案を作成

し提案するため、行政側は対応せざるを得ない。そのため、事業者にとっては、時

間コストを縮減できるメリットがある。（エッセン市：ミュラー氏） 
・ プロジェクト型Ｂプランの場合、契約の付属資料として、建築的なデザインの要素

を契約の中に盛り込むことができる。これは、行政にとっては、通常型Ｂプラン以

上に、詳細な形で建築を誘導、規定できる一方、事業者側にとっては、デザインが

足かせになり、エンドユーザーが見つけられないなど、不利になる可能性がある。

（ポツダム市：ホルトガンプ女史、ドイツ都市計画研究所：クリンゲ氏） 
 

②プロジェクト型Ｂプランの活用状況 

 
前述のデメリットから、プロジェクト型Ｂプランの活用事例は少なくなってきてい

る。むしろ、通常型Ｂプランは詳細まで決め込まないフレキシビリティのある運

用がなされているため、都市計画契約により事業者が費用負担しつつ、事業者

と行政とが協議しながら通常型Ｂプランを作成する方法が選択され、主流になり

つつある。 

 
 
 

 
 
 
 

・ プロジェクト型Ｂプランの活用事例は少なくなってきている。むしろ、都市計画契



約により事業者に費用負担をしてもらいながら、事業者と行政とが協議をしながら

案をつめて、通常型のＢプランを策定する方法が主流になりつつある。（デュッセル

ドルフ市：カンペス氏、ドルトムント市：ヴィルデ氏、ドイツ都市計画研究所：クリンゲ氏、ポ

ツダム市：ホルトガンプ女史） 
・ デュッセルドルフでは、プロジェクト型Ｂプランは２事例しかない。（デュッセルド

ルフ市：ドッケプルート女史） 
・ エッセン市では、年間 7～16 件のＢプラン策定が行われており、うち半分程度が

プロジェクト型Ｂプランとなっている。（エッセン市：ミュラー氏） 
・ ポツダム市では、現在 100 地区の通常型Ｂプランと 25 地区のプロジェクト型Ｂプ

ランが策定されている。（ポツダム市：ホルトガンプ女史） 
・ 統一後、都市基盤整備の必要性と行政側の計画策定ノウハウおよび財源の不足を背

景に、旧東ドイツの諸都市でプロジェクト型Ｂプランが多用された。一方旧西ドイ

ツ諸都市では、主に公的財源の不足を背景に活用されたが、活用事例はそれほど多

くない。（ポツダム市：ホルトガンプ女史、ベルリンインフォ：ハヤー氏） 
 

③協議・策定期間について 
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ドイツでも、協議期間の長期化の問題は存在する。ただし、民間投資を呼び込

む観点から、協議期間を極力短縮化する方向にベクトルは働いている。 

制度の違いが協議・策定期間の早さを決めるのではなく、計画に携わる計画事

務所の能力や、行政のハンドリング能力が大きく影響する。 

 
 
 
 
 
・ 策定期間は、通常型の場合２年程度かかるが、プロジェクト型の場合、６ヶ月で済

むこともある。（ライプチヒ市：ハンケ氏） 
・ プロジェクト型Ｂプランは、理論的には計画の実現を早めることができる利点があ

るといわれているが、実践レベルでは必ずしもそうはなっていない。制度の違いが

計画の実現の早さを決めるのではなく、計画に携わる計画事務所の能力や、行政の

ハンドリング能力が大きく影響する。（デュッセルドルフ市：カンペス氏、ドイツ都市計

画研究所：クリンゲ氏） 
・ 協議期間の長期化の問題は同様にある。ただし、自治体間競争が激しいので、協議

期間を極力短縮化する方向にベクトルは働いている。（デュッセルドルフ市：カンペス

氏） 
・ ラザー通り地区は許可がでるまで２年間かかった。行政の関係者に一堂に集まって

もらうためには、何ヶ月も前に予約が必要であった。（アーキテクト：ヨーン氏） 
・ 民間投資を呼び込むためには、許認可を迅速化すること、基盤整備を早期に進める

ことが重要。民間投資を呼び込むため、ライプチヒでは、フレキシブルな対応を行

っている。（ライプチヒ市：シマンスキー氏） 
 

④周辺住民の理解醸成について 

 
①計画の草案（複数案）を提示して意見を聞く段階、②最終案を縦覧して意見を

聞く段階の２段階の市民参加がある。住民等から反対があった場合、行政側が

コーディネートし、事業者に、よりよい形に計画を見直させたりする。 

 
 



・ 正式な手続きに入ると、①計画の草案（複数案）を提示して意見を聞く段階、②最

終案を縦覧して意見を聞く段階、の２段階の市民参加がある。住民等から反対があ

った場合、行政側がコーディネートし、たとえば、事業者に専門家の鑑定を実施さ

せたり、よりよい形に計画を見直させたりする。なお、出された意見に対しては、

どう対応したかを伝えなければならない。（エッセン市：ミュラー氏、ライプチヒ市：ハ

ンケ氏） 
・ 早期の段階の住民参加にかかる費用は、計画策定費の中で事業者が負担することが

可能だが、公告・縦覧以降は、事業者が費用負担することは認められていない。（ラ

イプチヒ市：ハンケ氏） 
 

⑤段階的にプロジェクトの熟度を高めていく仕組み 
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段階的にプロジェクトの熟度を高めていくため、独自の運用で事前審査を設け

たり（エッセン市）、二段階でＢプランの策定（ベルリン市）を行ったりしている。 

なお、正式手続きに入る前に枠組み契約を結び、協議時の相互の了解事項を

担保することも行われている（エッセン市）。 

 
 
 
 
 
・ エッセン市では、まず「事前審査」という形で、事業者が行政と協議して開発の可

能性を検討する。行政側は、事業者から出された草案プランに基づき、市の方針に

合致しているかをチェックする。事前審査の期間は、プロジェクトにもよるが、１

～２週間が一般的で、複雑なプロジェクトの場合は、１～２ヶ月程度かかる。なお、

正式な手続きに入る際に、「義務的契約（いわゆる枠組み契約）」を両者（都市計画

担当助役と事業者）で結ぶ。（エッセン市：ミュラー氏、Ｐ30 の図参照）  
・ ポツダム広場の開発では、２段階でＢプランが策定された。１段階目は、周辺を含

む地区全体（60ha）を範囲とした基盤施設や街区毎の土地利用を定めたＢプラン

で、ベルリン州政府により策定された。２段階目は、街区毎を範囲とした建築デザ

インまで含めた詳細なＢプランで、自治区により策定された。１段階目のＢプラン

で大枠が決められていため、２段階目の計画策定は迅速に進んだ。全街区で２段階

目のＢプランが策定されると、１段階目のＢプランは効力をなくす。（ドイツ都市計

画研究所：クリンゲ氏） 
 

⑥Ｂプラン発効前の建築許可付与 

 
Ｂプランが発効される前に、事前に建築許可を与えてしまう柔軟なやり方が、法

律上認められている。特にベルリンでは、このような方法をとるケースが多くみ

られる。 

 
 
 
 
・ ドイツでは、Ｂプランが発効する前に、事前に建築の許可を与えてしまう、柔軟な

やり方が、法律上認められている。（ドルトムント市：ヴィルデ氏） 
・ ベルリンでは、策定手続き中のＢプランの内容を実現する開発・建築計画であれば、

Ｂプランが決定される前に、建築許可を出してしまうことが行われている。これは、

ベルリン特有の運用であり、市民が訴訟できない（Ｂプランが法的効力をもってい

ないので）状態で先に建物を造ってしまえるということ、また造った後に、後付的



にフレキシブルにＢプランの内容を変えていけるというメリットがある。（ドイツ都

市計画研究所：クリンゲ氏） 
 

 

（３）都市計画契約・実施契約について 

 

①公共貢献の内容 

 52

 
建築デザインや空間の利用の仕方等、ソフト的な内容も公共貢献の対象となる。

契約の内容が適正かどうかについては、例えば、開発に関連しない内容は要求し

てはいけない等、判例の蓄積により判断される。 

 
 
 
 
・ 計画策定、土地整備、土壌汚染の処理、地区施設整備（道路、河川の改修、下水道、

騒音防護壁など）、エコロジカルな資源（例えば樹林）が開発により失われる場合

の代替措置に係る費用負担に加え、建築デザインや空間の利用の仕方（ex.入居す

る店舗がすぐに移転しないこととする。床面積の 20%はメディア系の用途とする

（MedienHafen の例）。住宅の 20％は地域の人が借りることができることとす

る。）など、ソフト的な内容も公共貢献として、契約の中に書かれる。（デュッセルド

ルフ市：カンペス氏） 
・ 契約の中には、文章だけでなく、図面を入れ込むこともある。（デュッセルドルフ市：

ドッケプルート女史） 
・ 契約の内容が適正かどうかについては、判例が蓄積されている。例えば、開発に関

連しない内容は要求してはいけない。計画を認めることを引き換え条件に費用負担

を要求してはいけいない。プロジェクトの採算が合うようにしないといけない。過

大な要求をしてはいけない。また、一方的な贈与もしてはいけない。（ドイツ連邦建

設省：ゼフカー氏、デュッセルドルフ市：カンペス氏、ライプチヒ市：ハンケ氏） 
 

②内容の公開の状況 

 
契約内容は、個人のデータや営業利益に関わる内容は載せないような形で公

開される場合が多い。 

議会には、契約内容のうち重要な事項のみを諮る。議会用に、契約の主要項

目だけを書き出した資料を別途作成する場合もある。

 
 
 

  
 
・ 契約をするということ及び契約内容のうち重要な事項は議会に諮るが、細部の内容

は行政に委ねられている。議会用に、契約のエッセンス版を作成することもある。

（ドイツ連邦建設省：ゼフカー氏） 
・ 契約内容は、契約書そのものではないが、書かれている内容について、一般市民に

公開され、あるいは議会を通して公表される。市民は、契約内容に対し、直接また

は議員を通じて意見を述べることができる。（デュッセルドルフ市：カンペス氏） 
・ 契約の内容は、個人のデータや営業利益関係などは載せないような形で公開してい

る。（２年前にＮＲＷ州で情報公開法が制定された。）（エッセン市：ミュラー氏） 
・ ベルリンでは、契約書の内容は公開していない。議会に諮る際には、詳細な内容は



伏せた形で、主要な項目だけを書き出した資料を別途作成する。（ベルリン市：キュ

ンツェル氏） 
 

③計画の期限について 

 53

 
計画の期限は、例えば、議決後２年以内に着工、着工後２年以内に完成させる

など、２段階で設定される場合もある。 

経済状況の変化で民間側が期限を守れなくなってしまった場合、通例は、事情

を勘案して期限を延長するような形で変更が行われる。 

 
 
 
 
 
・ 通常型の場合、７年間建築行為が行われなければ無補償で廃止できるが、プロジェ

クト型の場合、事業者が事業を履行できなくなった時点で廃止が可能である。通常

型の場合でも、都市計画契約で計画の期限が設定される場合もあるが、プロジェク

ト型の場合、実施契約の中で計画の期限が設定され、期限内に完成させることが義

務づけられる。（ライプチヒ市：ハンケ氏） 
・ 計画の期限は、例えば、議決後２年以内に着工、着工後２年以内に完成させるなど、

２段階で設定される場合もある。（エッセン市：ミュラー氏） 
・ 一般の都市計画契約の場合、例えば「50%以内は３年以内に完成し、残りは状況に

応じて完成させる。」など、緩やかな内容になる場合がある。（デュッセルドルフ市：

カンペス氏） 
・ ポツダム市ではこれまで通常型Ｂプランを廃止した事例はない。一方、プロジェク

ト型Ｂプランに関しては、廃止した事例が１件ある。なお、この案件について現在

訴訟が起きている。（ポツダム市：ホルトガンプ女史） 
・ 契約内容を経済状況の変化で民間側が守れなくなってしまった場合、最悪の場合は

破棄となるが、通例は、事情を勘案して期限を延長するような形で変更が行われる。

（ドイツ連邦建設省：ゼフカー氏） 
 

④契約不履行の実態 

 
契約をしたものの、事業者の倒産等により、不履行のまま開発・整備がされな

いケースが多く存在する。 
 
 
 
・ バブル期に契約したが、開発されていない土地がベルリンにはいっぱいある。都市

計画契約は、実現性が高く、短期間で実現する場合は有効だが、長期的な案件につ

いては、問題がある。（ベルリン市：キュンツェル氏） 
・ 事業者が倒産したり、Ｂプラン発効後の地価上昇による利益だけを得て売り逃げし

てしまったりと、最後まで完成しない段階で事業者が変わるケースがある。この場

合、後に来た事業者とは契約関係はないので、契約内容に意味がなくなってしまう。

（ドイツ都市計画研究所：クリンゲ氏） 
・ ブラッセットベルク地区では、契約していた事業者が倒産し、別の事業者がその契

約内容を受け継ぐ形で土地を購入することとなった。（デュッセルドルフ市：コファベ

ルク氏） 
・ 最近では、契約をした事業者がいなくなってしまうケース、一部の敷地を他の事業



者に売却されてしまうケース、建築物は完成したが地区施設の整備をしないで事業

者が逃げてしまうケースなどの問題がでてきている。これらの問題は、事業者側が

エンドユーザーをみつけられないために起こる場合が多い。（ポツダム市：ホルトガン

プ女史） 
 

⑤契約不履行を防ぐ取り組み 

 
契約不履行を防ぐため、銀行保証や違約した場合の罰則、撤退する際、公共

用地へと移管する旨等を契約内容に盛り込むことが行われている。 

また、契約後の段階でも、お互いに状況の変化があった場合には、相互の了解

のもと、内容を追加・修正していくことが通例として行われている。 

 
 
 
 
 
・ 早めの段階で契約内容を固めるようにしたり、経済的には、銀行の債務保証をとっ

ておいたり、違約した場合の罰則（違約金をいくらいにするか等）を契約内容に盛

り込んだり、撤退する場合、公共用地へと移管する旨や土地台帳上に行政の先買い

権を持つ場所を書いておくようなことも行われる。（デュッセルドルフ市：カンペス氏、

ドイツ都市計画研究所：クリンゲ氏、ポツダム市：ホルトガンプ女史） 
・ お互いに状況の変化があった場合には、契約内容の追加・修正をしていくことを予

め契約の条項に加えている。通例は、契約後の段階でも新しい要求がでてきた場合、

相互の了解のもと、内容を追加・修正していくことが行われている。（デュッセルド

ルフ市：カンペス氏） 
・ 行政側の方針の転換により、行政側が契約の変更・破棄を希望する場合、民間側と

の協議により、内容が変更される場合はありうる。その際に、既にコストがかかっ

ていれば、民間側は行政側に補償請求する場合もある。協議による変更はありうる

が、一方的な契約破棄は、投資家からの信頼をなくすので、実質的にありえない。

（フランクフルト市：バルトロメイ氏） 
 
 
（４）第三者機関による鑑定について 

 
①どのような点について鑑定が行われるか。 
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地区の特性に応じ、関係者を説得する上で必要となる内容を選択し鑑定を行

う。事業者側の判断で行う場合もあれば、行政側からの指導を受け行う場合も

ある。 

 
 
 
 
・ ラザー通り地区では、交通への影響と経済効果を第三者に鑑定を依頼した。経済効

果は、近隣の店舗に悪い影響がないことを示すために実施した。専門家の鑑定は、

行政側から指導される場合もあるが、今回は、事業者側の判断で実施した。特に消

防関係の調整が一番難航し、行政を説得するために、消防に関する専門家鑑定を行

なった。（アーキテクト：ヨーン氏） 
・ ブラッセットベルク地区では、騒音の影響や土壌汚染にかかる鑑定が行われた。（デ

ュッセルドルフ市：コファベルク氏） 



②どのような機関が鑑定を実施しているか。 
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鑑定を行う専門家は資格を要する。なお、民間の専門調査機関が実施する場

合が多い。なお、行政内部に鑑定組織を持っている自治体もある。 

行政内では、この鑑定が適正に行われているかをチェックする専門職がいる。 

 
 
 
 
・ 鑑定を行う専門家は、資格を要する。なお民間の専門調査機関が実施する場合が多

い。（アーキテクト：ヨーン氏、エッセン市：ミュラー氏） 
・ 市内部に鑑定組織を持っている場合もある。ライプチヒでは、騒音調査の鑑定士が

３名いる。（ライプチヒ氏：ハンケ氏） 
・ 行政内では、この鑑定が適正に行われているかをチェックする専門職がいる。この

ような行政内の専門職を抱えられない小規模自治体では、郡の行政機関がチェック

を行う。（エッセン市：ミュラー氏） 
 

③鑑定にかかる費用 

 
鑑定にかかる費用は内容により異なる。（例えば、小規模な工場の騒音調査

は、40 万円程度である。） 
 
 
 
・ 価格は内容により異なるが、例えば、小規模な工場の騒音調査は 3000 ユーロ（40

万円）程度である。プロジェクト型Ｂプランの場合、この費用は事業者が負担する。

なお、市が発注して費用を事業者が負担する場合もある。（ライプチヒ市：ハンケ氏） 
 
 
（５）Ｂプランの策定とＦプランの変更の並行手続きについて 

 

 Ｆプランの変更案よりもＢプランが先行して策定されるケースがある。ただし、Ｂ

プランが決定されるまでに、Ｆプランの変更が行われないといけない。  
 
・ ドイツでは、よくＢプランの策定とＦプランの部分変更が同時並行手続きで行われ

る。まったく同時並行ではなく、Ｂプランが先行して策定されるケースもある。た

だし、Ｂプランが決定されるまでに、Ｆプランの変更が行われないといけない。（エ

ッセン市：ミュラー氏、ライプチヒ市：ハンケ氏） 
・ Ｆプランを変更する際重要視されるのは、州の地域発展計画で示されている内容に

合致しているかどうかである。ただし、地域発展計画に整合しない計画は全く不可

能というわけではなく、地域発展計画の評議会と調整がつけば可能である。（エッセ

ン市：ミュラー氏） 
・ ベルリンでは、1994 年からこれまでに 100 箇所の計画変更箇所があった。（全体

の 2.5%のエリア）（ベルリン市：キュンツェル氏） 
 
 
 
 



（６）ラーメンプラン（枠組み計画）について 

 56

 
 ドイツでは、ＦプランとＢプランの中間的なプラン「ラーメンプラン」が策定される

場合がある。非法定だが、議会の議決を得ているため、一定の拘束力を持つ。

このラーメンプランは、民間開発を誘導する観点から、民間と協議しながら作成

が行われる場合もある。 

 
 

 
 
・ エッセン市では、ＦプランとＢプランの中間的なラーメンプランを作成している。

Ｆプランを受けた地区レベルの枠組みを示すマスタープランで、法的効力はないが、

議会には諮っており、一定の拘束力を持つ。（エッセン市：ミュラー氏） 
・ ベルリンでは、ＦプランとＢプランの中間段階の非法定の計画を策定している。非

法定だが、議会の議決は得ており、準法定的な意味をもつ。民間の開発を誘導する

観点から、民間と協議しながら作成が行われる。（ベルリン市：キュンツェル氏） 
 

 

（７）協議窓口の実態について 

 
 ボトムアップ型の庁内調整は原則日本と同じだが、庁内の部局によって意見が

分かれた場合、窓口担当者がイニシアチブをもって調整を行う。なお、窓口担当

者は、大学で建築や都市計画を学んだ専門家である。 
 
 
 
・ 計画内容に係る相談窓口は、デュッセルドルフ市の場合は、地域割で担当が決まっ

ている。（アーキテクト：ヨーン氏） 
・ エッセン市では、地域ごとに担当責任者がおり、この責任者が窓口担当者となる。

この担当責任者及びその下の各担当ともに、大学で建築・都市計画を専門に学んだ

人である。（エッセン市：ミュラー氏） 
・ 窓口担当者が、事業者との調整後の案を都市計画担当助役にあげ、担当助役は、こ

の案をもって、他の部局と調整を図る。（エッセン市：ミュラー氏） 
・ 部局によって意見がわかれた場合、都市計画局がイニシアチブをもって調整をして

くれる。ただし、行政の人の 1/3 は仕事をしているが、2/3 はしていない。ちゃん

とイニシアチブをもってくれる担当者がいるかどうかで進み具合は異なる。また、

市長がそのプロジェクトを推進するかしないかにもよる。（アーキテクト：ヨーン氏） 
・ 事前協議の段階では、窓口担当者が、どこと事前の協議が必要かを指示し、実際の

調整は事業者が行う。正式な手続きの段階では、窓口担当者が全て調整を行う。（ラ

イプチヒ市：ハンケ氏） 
・ 契約内容の庁内調整は、原則日本と同様、担当者レベルからボトムアップしていく

プロセスをとる。（フランクフルト市：バルトロメイ氏） 
 
 
 
 
 
 
 



（８）ドイツの都市計画プランナーについて 

 

①都市計画プランナーのキャリアアップ 

 
国家資格を保有するエリートは、いろいろな分野に行き来し、キャリアアップして

いくモチベーションが高い。 
 

 
 
・ 都市計画の専門家は、個人によるが、概ね次のような層に二層化している。①エリ

ート（国家資格保有者）：いろいろな分野に行き来し、キャリアアップしていくモ

チベーションが高い。②非エリート：同一職に留まる場合が多い。（元行政最高裁判

所判事：ゲンチュ氏） 

・ 国から自治体にステージを変える人もいるし、ゼフカー氏のように行政と大学教授

を併任する場合もある。（元行政最高裁判所判事：ゲンチュ氏） 
 

②自治体の都市計画プランナー 
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自治体のプランナーは、複数の自治体を行き来しながらスペシャリストとしてス

テップアップしていく場合が多い。 

統一後に、旧西側で働いていた多くのプランナーが、そのノウハウを活かすた

め、旧東側の自治体に移り、東の都市改造に取り組んでいる。 

 
 
 
 
 
・ ベルリン市の土地利用計画及び都市目標像担当課長のキュンツェル氏は、ブラウン

シュバイク市に勤めていたが、２年前に公募に応募し、現在の地位についている。

（ベルリン市：キュンツェル氏） 
・ ポツダム市の元都市計画局長レールバイン氏は、統一前ベルリン市やリューベック

市で働いていたが、統一後に旧東ドイツ側の都市を西側で培ったノウハウで再生し

ようと、公募に応募し、ポツダム市の都市計画局長となった。（ポツダム市：レールバ

イン氏） 
・ 同様な志向から、ライプチヒ市の元都市デザイン担当課長ベイリング氏は、統一前

はキール市で働いていたが、統一後に公募に応募し、ライプチヒ市の都市デザイン

担当課長となった。（ライプチヒ市：ベイリング氏） 
・ ＮＲＷ州を中心に多くの自治体の枢要なポジションは、ドルトムント大学（空間計

画）の出身者があたっている。（エッセン市：ミュラー氏） 
 
 
（９）2004 年の法改正の内容について 

 
法改正の眼目は、ＥＵの「環境アセスメント指針」の内容を、都市計画法制の中

に取り入れることである。これにより、手続きが厳しくなるので、協議・策定期間

が長期化する可能性が高い。 

 
 
 
 
・ 今回の法改正の眼目は、ＥＵの「環境アセスメント指針」の内容を、都市計画法制

の中に取り入れることである。その他の改正点として、①土地の権利の再編、いわ



ゆる区画整理が迅速にできるようにする、②外部地域（調整区域）の土地利用コン

トロールの強化がある。（元行政最高裁判所判事：ゲンチュ氏） 
・ 2004 年の法改正（ＥＵの環境アセスメント指針への適合）により、さらに手続き

が厳しくなるので、手続きが長期化する可能性が高い。（ポツダム市：ホルトガンプ女

史） 
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Ⅴ．フランスにみる都市計画制度 

【参考制度】協議整備区域（ZAC） 
 
1. フランスの都市計画 

 
（１）都市計画の理念 

● フランスの都市計画の根幹となる法は、「都市計画法典」（Code de l’urbanisme）で

あり、同法において、都市計画の理念が次のように示されている。（法 110） 
 
「フランス国土は、国民共通の財産である。各公共団体は、それぞれ権能の範囲内でそ

の管理者、経営責任者である。生活環境を整備し、現在及び将来の住民に対し、その

必要及び資力の多様性に応じて住居、雇用、サービス及び交通の諸条件を差別なく保

証し、無駄なく土地を管理し、自然環境及び景観の保護並びに公衆の安全及び衛生を

確保し、都市及び農村区域に居住する住民の間の均衡を促進するために、公共団体は、

その自治を相互に尊重しつつ、調和を保って空間の利用についての予測及び決定を行

う。」  ＊公共団体 collectiveté publique：市町村、県、州、国 
 

● フランスでは、原則として都市計画の権限は公共に帰属し、法令もしくは公共団体

の決定に基づいて都市計画が行われる。 

 
（２）都市計画の体系 

● フランスの都市計画は、上位計画である「地域統合計画」（schéma de coherence 
territoriale ：SCOT、以下 SCOT と略す。）と下位計画である「地方都市計画」（plan 
local d’urbanism：PLU、以下 PLU と略す。）の２層構造からなり、両計画の具体

の内容は市町村により定められる。 
● PLU 又はそれに代わる都市計画文書がない場合には、「全国都市計画規則」（Regle

ment national d’urbanisme:RNU、以下 RNU と略す）と呼ばれる一般規則が適用

され、現に市街化している区域以外では、原則として建築・開発は厳しく抑制され

る。（法.111-1-2） 
● なお、PLU を持たない市町村でも、建築が受容される土地・空間の設定及び RNU

の適用方法を明示した「全国都市計画規則適用様式」（MARNU）が策定されている

場合があり、事実上簡易版 PLU としての役割を果たしている。（法.111-1-3） 
 

（３）地域統合計画（schéma de coherence territoriale ：SCOT） 

 
①策定主体 

● SCOT は、中期的（25～30 年）な土地利用の基本方針を定めるマスタープランであ

り、単一もしくは複数の市町村について、関係市町村の発議により定められる。 
● これまでSDと呼ばれていたが、2000年の法改正により、SCOTに名称が変わった。 
● 法律上の策定義務はないが、策定市町村には PLU 策定に際し、より大きな自由度が

認められるため、それが策定動機となっている市町村も多い。 
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②拘束力 
● SCOT は、私権を直接制限するものでなく、PLU や整備事業などのより具体的な都

市計画の規範としての意味をもつ。 
 
 
③定められる内容 
● SCOT の内容は、ⅰ）現状及び整備の見通し（人口、経済、社会、文化の動態及び

住居、雇用、施設、隣接地域との関係を考慮する）、ⅱ）環境調査（環境の現状及び

計画によるその保存方法）、ⅲ）整備方針の理由づけ、ⅳ）実施段階、ⅴ）景観保護、

経済発展、整備・都市計画の定め等との計画の整合性の裏付け等である。 
● また図面（5 万分の１）により、ⅰ）土地の一般的用途、ⅱ）市街化拡大用地及び

再開発地区、ⅲ）農業地域、森林地帯、ⅳ）公共施設、 ⅴ）交通・輸送組織が表

示されている。 
 

（４）地方都市計画（plan local d’urbanism：PLU） 
 
 
①策定主体 
● PLU は、詳細な土地利用規制を定めるものであり、市町村の全域もしくは一部また

は複数の市町村について、関係市町村の発議により、単一市町村の場合は市町村が

策定し、複数の場合は公施設法人（市町村間組織）に策定が委任される。なお、最

終的には議会の議決によって決定される。（法.123-3） 
● これまでは、POS と呼ばれていたが、2000 年の法改正で、PLU に名称が変わった。 

 
 
②拘束力 
● PLU は、SCOT がない場合にも策定できるが、存在する場合にはその基本方針の枠

内で策定されなければならない。 
● PLU は、土地利用を直接制限する計画であり、私人に対して法的拘束力を有する。 

 
 
③定められる内容 
● PLU は、図面及び規則、付則により構成され、その主たる記載事項は次の通りであ

る。必須事項と任意選択事項に分かれている。（法.123-1） 
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必
須 

○都市地域又は自然地域の区画、用途地域 
○建築物の位置、用途に関する規定 

任
意
選
択 

○建築物の外観、面積規模、周辺の整備（外構）に関する規定 
○それぞれの区域についての土地占用係数／ＣＯＳ （容積率制限） 
○再建・修復されるべき街区・不動産の区画とその主たる用途 
○道路の設計・特性決定、（スキー場整備地区の区画） 
○風景の要素を踏まえた美的・歴史的・生態学的に保護されるべき街区、街路、

記念物、景勝地の区画 
○公共用地・緑地の指定 
○都市地域内に留保すべき農地の指定 
○建築物の全部又は一部の取壊しを強制できる地区の区画 等 

出典：＊５より作成 



● PLU に定める事項のうち、最も重要な規制手段となるのは用途地域及び土地占用係

数（COS＝容積率）である。用途地域は、大きく都市区域と自然区域に分けられる。

（自然地域は、NA、NB、NC、ND の４地域に区分されていたが、2000 年の法改

正で、下記の３地域に変更となった。） 
 

地 域 名 地域区分 用  途 
AU 地域 将来、市街化する地域 

A 地域 
経済上、自然保護上の理由から開発を制限す

る地域 
自然地域 

N 地域 
景勝地、自然環境、景観保全地域あるいは危

険、公害防止や防災上の配慮から開発が禁止

される地域 
UC 地域 歴史的中心地区（中心地区の保存理念） 

UA 地域 
商業地区（ｼｬﾝｾﾞﾘｾﾞ通り／ｵｽﾏﾝ通りを中心と

した商業施設集積地域） 
UF 地域 財政金融地区（オペラ座周辺の金融集積地区） 
UH 地域 居住地区（７区・16 区西部の良好な住宅地域） 

UM 地域 
混合地区（東部・北部の再開発を含めた都市

環境改善と活性化） 

都市地域 

その他 UI、UL、UN、UO、UP 
＊都市地域の用途はパリ市の指定内容を参照 出典：＊５、10 により作成 

 
● 土地占用係数（COS＝容積率）は、パリ市では次のように指定されている。（例えば、

UMa の地域で、住居・商業用途の建物を建築する場合は、300%） 
 

用途 UC UA UF UHa UHb UMa UMb 
住居／商業 ３ 3.5 3.5 ３ ３ ３ ３ 
諸活動 ３ 3.5 3.5 ３ ３ 3.5 ３ 
事務所 １ ２ 3.5 １ １ ２ １ 

 出典：＊10 により作成 

 
● 土地占用係数は、次の３つの条件を備えれば、超過が可能となる。 

ⅰ）土地占用係数の超過について、PLU の規定があること。（その際、超過の限度

を設けなければならない。また、PLU でいかなる超過も認めないこともでき

る。） 
ⅱ）超過に理由があること。（都市計画又は建築に関する定めによる場合、又は共有

設備の能力向上を図る計画による場合の２つ以外には基本的に認められない。） 
ⅲ）土地占用係数を超過する建築主には、法 322-2 の規定に基づき算定した負担金

が要求される。この負担金は、全額市町村に支払われ、住居の多様性（社会住

宅の建設）を図るために用いられる。 
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● 近隣の未利用の土地占用係数の移転も条件つきで、認められている。条件は下記の

３点である。 
ⅰ）建築及び都市計画関係法令上、係数超過が可能である。 
ⅱ）近隣の土地所有者が承諾する。 
ⅲ）行政当局の同意がある。（市町村議会の議決が必要） 
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２．協議整備区域（zone d’amenagement concerte：ZAC） 

 
（１）制度目的と特徴 

● 協議整備区域（以下 ZAC と略す）は、1967 年の土地対策基本法（loi d’orientation 
fonciere：LOF）により創設された制度であり、その定義は次の通りである。 
 
「協議整備区域とは、その区域内で土地の整備開発を行い、または行わせるために公

共団体または所轄の公施設法人が介入することを決定する区域である。土地について

は特に、当該公共団体または公施設法人が将来的に公私の利用者に売却または譲渡す

る目的で取得したまたは所得するものとする。」（法 311-1） 
 

● ZAC は、公共団体等の公的主体が、ある土地利用の実現を目指して一定の土地を取

得し、公共施設等の基盤整備を行った後に開発主体に宅地を譲渡する公的な土地の

整備・供給手法である。この制度は、住宅・商業施設・工場・公共施設の建設、観

光開発などと多様な目的に利用できることから、市街化の手法及び既成市街地整備

手法として幅広く活用されている。 
● ZAC の制度的特徴は、次の通りである。 

ⅰ）土地の整備から建築の建設までを一体的に行うことを可能にする。 
ⅱ）事業区域内における既存の都市計画規制（PLU 等）を事業計画に適合した都市

計画規制に変更することが可能である。（以前は、POS の適用を排除して、事

業計画に適合する区域整備計画（plan d’amenagement de zone：PAZ）を別途

策定する方法がとられていたが、2000 年の法改正で廃止された。） 
ⅲ）公共施設の負担に関して、事業ごとに個別の負担方法を決めることが可能であ

る。 
ⅳ）契約によって、事業の実施を民間に委託し、公共団体のコントロール下で公民

共同により事業実施する。 
● 協議整備区域の実績としては、パリではルイイー地区（SNCF 貨物駅等の再開発）、

ベルシー地区（旧ワイン蔵跡地の再開発）、セーヌ左岸地区（新国立図書館・オステ

ルリッツ駅周辺再開発他）、パスツール・モンパルナス地区、デファンス地区、セヴ

ァンヌ地区（シトロエン工場跡地）等が挙げられる。最近の事例としては、パリの

Seine Rive Gauche 地区やリオンの Lyon Confluence 地区などがある。 
 

 
（２）主体 

 
 
①事業設定主体 
● 事業設定を発意し、事業を主導する主体となる資格は、公共団体（国、地方公共団

体）のほか、特定の公的主体（市町村連合体、混合組合（わが国の第 3 セクター）、

整備建設公社、整備公団、商工会議所等）に幅広く認められている。しかし、事業

設定及び実施条件の承認などの決定権限は公共団体がもち、都市計画権限の公的団

体への帰属の原則が貫かれている。 
● 市町村（もしくは市町村連合体）発意の事業については、PLU が承認済みであるこ
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とを条件として市町村に移譲され、その他の場合は国が権限をもつ。 
● 制度上事業設定を発意できるのは、公共団体等の公的主体に限定されるが、実際に

は、民間側が開発を発意し、公的主体側に事業設定を提案し、それを受けて公的主

体が事業設定を行うケースも実態としては存在する。 
 
 

②整備主体と事業リスク 
● 事業の整備主体は、事業を発意した公的主体と実際に整備事業を行う主体との法的

関係によって、次の４つに分類される。 
ⅰ）直営方式：事業を発意した公的主体が直接整備主体となる。 
ⅱ）委託方式：事業を発意した公的主体からの委託によって、公的整備機関が整備

主体となる。 
ⅲ）施業権設定方式：事業を発意した公的主体から免許（施業権設定）を受けた公

的機関もしくは混合経済会社（わが国の第 3 セクター）が整備主体となる。 
ⅳ）契約方式：事業を発意した公的主体から、契約により委託を受けた公的主体ま

たは民間が整備主体となる。 
● ⅰ）及びⅱ）の場合は、事業を発意した公的主体が事業リスクを負う。ⅲ）の場合

は、施業権設定協定書においてリスク負担の方法が決められる。ⅳ）の場合は、契

約により委託を受けた整備主体が事業リスクを負う。 
 

 

（３）手続き 
 
 

①流れ 

● ZAC は、公共団体、整備主体、関係住民などが合意形成を図りながら、展開される。

大きな流れは、事業設定と実施条件決定の２つの段階に大別される。 

（発意主体：公共団体、その他の特定の

公的主体） 
調査開始決定 

事
業
設
定
段
階 

事前協議方法決定 （発意主体、市町村の同意） 

調査・事前協議・設定書類準備・実施書類準備

事業設定 （市町村議会または知事） 

設定令公示 

（発意主体、国・市町村等

の参加または参加省略） 
PLU 変更案等の実施書類作成 実

施
条
件
決
定
段
階

（商・工会議所等へ諮問） PLU 変更案の公開意見調査及び諮問 

PLU 変更案承認 （事業設定権者） 

計画承認公示 

出典：＊１より作成 
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②事業設定と実施条件決定の２段階の決定 

● 事業設定の段階では、事業の目的や事業区域、主たる用途等の大枠の内容が決定さ

れ、その後に詳細な検討を行った上で、実施条件（PLU 変更案等）の決定を行うと

いう２段階の決定方法がとられている。 

● 実施条件となる PLU 変更案の内容（熟度）は、公共施設の内容と位置、おおよその

延べ床面積、おおよその計画図面等であり、詳細な記載は求められない。補足的に

詳細図面を作成する場合もあるが、法的拘束力はもたないので、その後の詳細検討

で変更されても問題がない。 

● 通常、事業設定がなされた後に実施条件（PLU 変更案等）の決定を行うが、法定の

計画が定まらない段階で事業設定を行うことは事業実現の不安定要因になる可能性

があるため、PLU 変更案の作成およびその公開意見調査（後述）を事業設定の決定

に先行して行い、事業実施手続きと設定手続きを同時並行的に進めることも認めら

れている。 

 

ヒント！ 

■詳細な実施条件の検討に先立って事業の大枠を決定（事業設定）できる。 

■PLU 変更に必要な図面は、詳細なものでなくてよく、詳細な事業検討を行う際、身

動きがとりやすくなっている。 

 

 

③事業設定の効力の期限 

● 事業設定に続くべき事業実施が実行されないまま事業設定に付随する効果（事業区

域内における土地利用の許認可の決定保留等）のみが存在する状態が長くなりすぎ

る矛盾を断つため、事業設定後、２年間（場合により１年延長可）のうちに PLU 変

更案の承認が行なわれない場合は、事業設定の効力を失う。 

● なお、PUL 変更案が承認された後については、特段期限は設定されていない。 

● 事業設定及び PLU 変更案の承認後に、ZAC を取りやめることになった場合、変更

された PLU の内容は、そのまま残る。 

 

ヒント！ 

■事業設定の効力に期限を設定し、期限内に実施条件（PLU 変更案）が承認されない

場合は、決定の効力を失う。 

 

 

（４）公共施設負担 

 

①公共施設負担の内容 

● フランスでは、公共施設の受益者による負担の主たる方法として、市町村が領域内

の建築者から施設地方税を徴収するのが通常だが、ZAC では、一定の公共施設（区

域内道路、各セクターのための緑地、遊び場、遊歩道、駐車場）の整備費用を整備

主体に負担させることを条件に、この施設地方税の適用を排除することができる。 
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● そのため、ZAC 内では、市町村が施設地方税を課すか、ZAC 独自の公共施設負担を

課すのかの選択が可能である。 

● 整備主体の負担とされるそれらの公共施設は最小限の法定基準であり、それ以上の

施設負担を整備者が負うこともありうる。整備者が法的基準以外の施設負担をどこ

まで負うかは、事業主体との協議によって決まる。ただし、事業区域内の施設かつ

区域内の建物の住人や利用者が実際に必要とする施設に限るという上限も設けられ

ている。 

●ZAC の実施方式が契約方式の場合、上限の範囲内で、さらに契約によって整備主体

に公共団体への一括負担金の支払いを定めることが認められている。 

● なお、ZAC は、都市整備事業ということもあり、公共貢献の内容としては、ハード

に内容が限定されている。ただし、事業設定の際に定める事業の目的を実現するた

めの施設、つまり、ソフトを目的としたハードが求められることは実態としてある。 
 
 

〈事例〉 

地区   ：リヨン市 リベルテ・ペリ・センター（CLIP） 

区域面積 ：8,087 ㎡ 

時期   ：1990 年（ZAC 設定） 

事業主体 ：リヨン市 

整備主体 ：民間（HDI 社） 

施設内容 ：商業、ホテル、老人ホーム、長期滞在観光者用宿泊施設、住宅、事務

所、駐車塔 

延床面積 ：約 30,000 ㎡ 

主な緩和点：ＰＯＳでは 25m であった最大許容建築高さが、PAZ では 45m に設

定された 

負担内容 ：ネットワーク施設（下水、上水、電気、公共照明） 

区域内公共空地（道路、広場、ポケットパーク、公開空地） 

その他に地区施設の財源として 60 万フラン 

 

ヒント！ 

■公共施設負担（公共貢献）の内容は、最小限必要とされるものと、逆に上限を法定

基準で定めることにより、必要以上かつ目的外の負担が求められないようになって

いる。 

 

 

②実効性の担保 

● 契約により民間が整備主体となる場合、民間側が、協議により負担することが決ま

った公共施設の整備費に該当する金額の保証金を銀行保証として積むことが義務づ

けられている。そのため、事業計画が行き詰まった場合でも、その保証金により、

公共施設の整備は担保される。 
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ヒント！ 

■協議により負担することが決まった公共施設の整備費に該当する金額を保証金とし

て積む（銀行保証）ことを整備主体となる民間に義務づけることで、公共施設の整

備の実現化を担保している。 

 

 

（５）計画協議と公共貢献 
 
 

①PLU の変更と公共施設負担 

● 整備主体は、PLU 変更案の計画策定に直接参加する資格はもたない。ただし、計画

案作成作業の委託を受ける調査グループの一員として実質的に計画策定に関わるこ

とが可能となっている。 
● また、民間が整備主体となる場合、公共施設整備費の負担と PLU 変更案の内容につ

いて、公共と民間との間で利害調整・協議が行われるのが実態で、負担と計画が関

連づけられ、取引されたように見える例は少なくない。 
● ただし、日本のような、公共貢献の度合いと新たに定める都市計画規制の内容とを

連動させる明確な基準は存在しない。 
 

〈事例〉 

地区  ：カンヌ市 旧パレ・デ・フェスティヴァル跡地（市有地） 

事業主体：カンヌ市 

整備主体：民間 

内容  ：カンヌ市は契約により整備主体に公共施設負担金 3900 万フランの支

払いを求め、他方で高い容積率の PLU 変更案を策定した。 
 
 

②計画の妥当性 
● PLU の変更案は、国の計画（国土整備指針）・規則や市町村の都市計画以外の計画

（文化財等の保護、住宅計画等）、及び SCOT によって拘束される。計画の妥当性

は、これら上位計画への適合性をもとに、様々な関係主体の意見聴取、住民に対す

る公開意見調査（後述）、商・工会議所等への諮問の手続きをふまえ、公共団体によ

り判断される。 
● なお、PLU で定められた指定樹林地は、ZAC の場合でも、変更ができない。 
● 公共団体は、関係住民の意見をも考慮し、計画の妥当性を確立するためにさまざま

な利害の調整にあたる。 
 
 

③公開意見調査 

● 公開意見調査は、行政決定に先だって利害関係者の意見を聴取する制度で、一定の

調査期間（１ヶ月以上）の間にあらゆる参加者が調査案件に関して意見を文書によ

って表明することができる。行政から独立した調査委員が、それらの意見を集約す

ると同時に自らの判断（賛成、反対）を示した報告書を作成し、それを行政に調査

結果として提出する。 
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● 調査委員は、行政が示す情報以外に必要と思う情報を参加者に提供するために、現

場に立ち入り、行政への補足図書の請求、公開説明会の開催などを行う権限も与え

られている。 
● 公開意見調査の結論は、事業主に対する法的な拘束力をもたないが、実際上は公開

意見調査の反対の結論を考慮して計画が修正されることもある。 
● 調査委員は、行政裁判所に指名権限があり、行政裁判所が独自の情報収集に基づき

人選を行う。適格要件として、①事業に利害関係がないこと、②職務上の関わりが

ないこと（その職務を退職してから５年以上が経過していること）、の２点が定めら

れている。実態としては、退職後５年以上経過している自治体職員 OB や民間の専

門家（建築家や法律家、コンサルタント等）が指名される場合が多い。 
● また、一つの案件について選出される調査委員は、一人の場合も、複数人の場合も

ある。なお、当該調査にかかる費用は、事業設定主体が負担する。 
 

ヒント！ 

■第三者の調査委員により、利害関係者の意見を聴取、それに基づく計画案の妥当性

について調査が行われる。その結果が判断材料として活用されている。 

 

 

④計画協議の窓口 

● 計画協議の窓口は、自治体によって状況は異なるが、基本的には、ZAC を担当する

部署に窓口は一本化されている。 
● 都市計画部局のスタッフとしては、一般の職員の他に、専門的知識・技術を有した

人材を契約スタッフとして確保している場合が多い。この契約スタッフとなる人は、

他の自治体や民間事務所を行き来しながらスペシャリストとしてステップアップし

ていく。 
 

ヒント！ 

■基本的に協議窓口は一本化されており、行政内部の調整は、窓口となる部署がすべ

てを行う。 
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